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高次脳機能障害者への就労定着支援実践報告 
 

○大内 梨江子（足立区障害福祉センターあしすと 雇用支援室） 

境 博義・松倉 義憲・窪川 義也・鈴木 佐江子 

（足立区障害福祉センターあしすと 雇用支援室） 
  

１  はじめに 

 足立区障害福祉センターあしすと雇用支援室

は、平成15年4月に、東京都区市町村障害者就

労支援事業の指定を受け開設された。平成18年

9月末現在登録者は489名である。障害種類別の

内訳は、知的障害者は363名、身体障害者は135

名、精神障害者は19名である（障害者手帳の重

複あり）。登録者のうち高次脳機能障害の診断

を受けている者は、11名である。そのうち、身

体障害者手帳を所持している者は7名、精神保

健福祉手帳を所持している者は6名である（障

害者手帳の重複あり）。高次脳機能障害者の登

録者のうち、5名は求職中、6名は就労中である。 

 当センターは、職業相談、就職準備支援、職

場開拓、職場実習支援、職場定着支援、離職時

の調整及び離職後の支援、生活相談、日常生活

の支援、安心して職業生活を続けられるための

支援、豊かな社会生活を築くための支援、将来

設計や本人の自己決定の支援を行っている。 

 ここでは、大型スーパーA社B店に、事務職と

して就職した高次脳機能障害者へ実施している

就労定着支援について報告する。 

 

２  本人の生活歴、障害状況 

45歳、男性。妻、長女、長男、次女の5人暮

らしである。大学卒業後、1年間ウレタン製造

会社にて営業の仕事をしていた。その後、学校

警備員へ転職し勤務していたが、1998年に脳出

血を発症した（脳画像所見によると、左前頭葉

の底部から背側部にかけて血流欠損がみられ

る）。高次脳機能障害と診断され、身体障害者

手帳６級（脳出血による、右上肢機能障害７級、

右下肢機能障害７級）と、精神保健福祉手帳２

級を取得した。2001年に学校用務員として復職

するが、2005年退職した。 

本人が通院しているリハビリテーション病院

の高次脳機能障害の評価は以下のとおりである。 

①  言語面 

聴覚的記銘力の低下がみられる。複雑な内容

の表出に障害がある。 

②  知能面 

WAIS-Rの評価によると、IQは69で、軽度の知

能低下がある。 

③  記憶面 

WMSの評価によると、言語性61、視覚性74、

一般記憶60、注意・集中70、遅延58で、中等度

の記憶障害がある。 

④  前頭葉機能 

Wisconsin Card Sorting Testの評価によ

ると、作業の遂行機能に障害がある。 

これらの評価により、記憶障害、注意障害、

遂行機能障害、行動と感情の障害を有すること

が明らかになった。 

 

３  本人の職場環境 

本人が入社したA社B店は、2006年3月に開店

した。専門店の入ったショッピングモールが併

設されている大型スーパーである。食料品、住

居・生活用品、衣料品などを取り扱い、販売し

ている。 

本人が配属された部署は、店舗経営に必要な、

事務・庶務的な業務を行うシステム室である。

システム室の主な業務内容は、店内のシステム

機器の故障・保守管理等に対応すること、商品

の売価に変更があった時システムパソコンに入

力すること、売上実績を1、2時間ごとにシステ

ムパソコンより出力しファイリングすること、

決められた時間の天候気温をシステムパソコン

より入力すること、商品発注業務や商品値下げ

業務に必要なデータを出力し各売り場へ配布す

ること、従業員の出退勤の管理をすること、各

売り場の値段表示カードを作成すること、など

多岐にわたる。 

システム室には、売り場の従業員が頻繁に来

室する。システム室従業員へ業務に関する問い

合わせをするためや、システム室内にあるシス

テムパソコンで事務処理をするためである。ま

た、売り場従業員からの電話での問い合わせ対

応を行っている。 

現在、システム室には本人を含めて8名の従
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業員が勤務している。本人の勤務する時間帯に

は、4名の従業員がシフト制で出勤している。

本人の他に、常時2～3名はシステム室内で業務

にあたっている。同時に、本人へのフォローも

行っている。 

 

４  本人の職務内容 

A社B店のシステム室業務のなかで、時間ごと

に取り組む業務が決まっているものがある。そ

の中で、毎日同じ手順で行う業務のもの、煩雑

な操作手順を踏まないものを本人の業務とした。 

本人の業務は以下のとおりである。 

 

 

各業務は、システムパソコンに各業務番号

（２桁）を打ち込むと、各リストやレポートが

出力できるようになっている。出力したリスト

やレポートは、売り場ごとに仕分け（例えば、

「婦人服」「青果」「家電」など）、システム

室外側にある各売り場のメールボックスへ配布

する。または、専用のファイルにファイリング

する業務もある。 

このタイムスケジュールに沿った仕事以外に、

随時、各売り場従業員が、商品の売価変更の依

頼書類を持ち込むので、受理したらすぐに処理

することになっている。 

 

５  作業支援ツール 

これらの業務をスムーズに行うためにいくつ

かの支援ツールを作成した。 

①「業務マニュアルシート」 

システム室従業員が使用しているマニュアル

シートがある。それには、システムパソコンの

各業務の操作手順が記載されている。しかし、

操作手順が簡略化されており、本人にとっては

わかりにくく、使いづらいものであった。本人

の行う業務のみをまとめたA4サイズの「業務マ

ニュアルシート」を作成した。「業務マニュア

ルシート」には、パソコンの操作のしかたが記

載されている。また、各業務で出力した書類の

ファイリング場所を色分けして、分かりやすく

した。このマニュアルシートは、5ヶ月程度利

用していたが、現在は、安定してこの業務を行

うことができるようになってきたので、使用し

ていない。システム室従業員が使用しているマ

ニュアルシートを見て、確認しながら行なって

いる。 

②「売り場確認シート」 

A社B店では、売り場の商品の種類ごとに3桁

の番号がつけられている。例えば、精肉売り場

の牛肉は551、豚肉は552、とつけられている。

リストやレポートには番号が記載されており、

その番号を見て、どの売り場のメールボックス

に配布すればいいのかを確認しなければならな

い。システム室従業員用のマニュアルに、番号

表があるが、本人にとって分かりにくいもの

だったので、A4サイズ用紙にまとめ、売り場ご

とに色分けして、見やすく工夫した。 

③「売り場クリップ」 

リストやレポートに記載されている番号を、

「売り場確認シート」で確認しながら、各売り

場のメールボックスに配布するという一連の動

きが、記憶障害と遂行機能障害のある本人に

とって難しかった。なぜなら、各売り場のメー

ルボックスを探しているうちに、どのリストや

レポートをメールボックスに入れればいいのか、

分からなくなってしまうのである。そこで、ク

リップに売り場名を記載したものを作成した。

まず「売り場確認シート」で売り場を確認して

「売り場クリップ」でとめる。次に、そのク

リップに記載されている売り場の名前を確認し

て各売り場のメールボックスに入れる。 

 本人は右上肢に障害があるため、つまむ動作

が難しい。通常販売されている文具クリップで

は、書類を挟むことが困難なため、少しの力で

8：00 クレジット取扱金額一覧 

クレジット承認NOエラーリスト 

クレジット取扱金額一覧（SC用） 

売価変更予定リスト（差分） 

8：30 緊急売価変更 

SC売上速報出力 

9：15 ミックスマッチ設定リスト 

接客販売員売上レポート 

売価変更予定リスト（翌日） 

9：50 10時天候気温入力 

11時中間売上集計表 

11：05 ST売価チェック未実施リスト 

お直し納品リスト 

お直し未納品リスト 

お直しエラーリスト 

12時中間売上集計表 

12：00 指定単品（確定）前日分 

イレギュラーレポート 

12：00～12：45 休憩 

13:00 13時中間売上集計表 

13：50 14時天候気温入力 

14時中間売上集計表 
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挟むことができるクリップを使用している。 

 

④「業務マニュアルカード」 

「業務マニュアルシート」を見ても、作業手順

が理解できないもの、スムーズにできないもの

については、「業務マニュアル」をカード化し

た。カード化したものは、「お直し納品リス

ト」「お直し未納品リスト」「お直しエラーリ

スト」の業務についてである。写真や図をつ

かって、作業手順を示している。 

⑤「自己紹介シート」 

本人の希望により、高次脳機能障害について、

従業員に理解してもらうために、本人の写真入

りの、A３サイズの「自己紹介シート」を作成

した。「自己紹介シート」は、システム室入口

付近に掲示し、システム室に入室する従業員が

確認できるようにした。「自己紹介シート」に

は、高次脳機能障害とは脳がダメージをうけた

ための障害であること、記憶障害があること、

仕事の優先順位をつけることが難しいので、緊

急の仕事がある場合は、その都度声をかけてほ

しいということ、パニックになることがあるの

で、落ち着くための時間をいただきたいという

ことなど、本人が仕事をするにあたって、配慮

していただきたいことを記入した。「自己紹介

シート」の内容については、本人と支援者で考

えた。 

 

６  入社から現在までの支援経過 

(1)面接、入社  

2005年8月にA社を面接し、2005年10月に採用

内定をいただく。2005年12月A社B店に入社する。

週5日、9時から14時まで（休憩時間は45分）、

一日あたり5時間15分の勤務となる。A社B店は

新規に開店する店舗である。2006年3月に開店

するため、開店するまでは、他の従業員と一緒

に研修を受けることになる。 

(2)研修、開店まで  

2006年1月に、A社B店より、本人のできるこ

とが限られているので開店するまでの間どのよ

うな職務を本人にやってもらえばいいのか、と

相談の連絡が入る。システム室のシステムパソ

コンが稼動するのは、2006年2月中旬以降にな

るとのこと。事務所の整理、清掃、窓拭き、文

具整理、テプラ貼りなど本人のための仕事づく

りを行うが、毎日、不定形の仕事になり、落ち

着かない様子であった。 

 

(3)開店、本人の業務内容の整理と作業支援

ツールの作成  

2006年3月 A社B店が開店する。システム室

のシステムパソコンが稼動する。システム室従

業員用のマニュアルを見ながら仕事を行うが、

「わからない」と訴えがあったため、「業務マ

ニュアルシート」を作成する。従業員に高次脳

機能障害について理解してもらえるよう「自己

紹介シート」を作成し、システム室入口に掲示

する。また、「売り場クリップ」を作成したこ

とで、売り場別にリストやレポートの仕分けを

する際、スムーズに行えるようになる。 

仕事が安定してくると、マニュアルや支援

ツールを利用せずに、作業を行うことがあった。

自分の思い込みで作業をしてしまったため、ミ

スをしてしまった。従業員にミスを指摘されて

落ち込んでしまい、職場で「仕事をやめたい」

と言う場面や、急に泣き出したり、やけになっ

たりと、感情的になる場面が見られた。システ

ム室従業員には、マニュアルを見るように声か

けをしていただけるよう協力を求めた。本人へ

は、本人の話をじっくり聞き、「できる仕事を

ゆっくり広げていこう」と励ました。 

本人が落ち着かない状況であったので、医療

機関と連携をとり、本人が通院しているリハビ

リテーション病院の担当Dr.と作業療法士に職

場訪問をしていただいた。職場従業員に対して、

本人の障害について、効果的な支援の方法を説

明していただき、職場の理解を求めた。また、

支援ツール作成にあたり、アドバイスをいただ

いた。 

(4)就労状況の安定 

 約3ヵ月、「業務マニュアルシート」にそっ

て、安定して仕事に取り組むことができるよう

になった。早退、欠勤が減った。 

(5)職務内容の見直し 

2006年9月、本人より「体調が悪い」「仕事

を休んだ」「気分が辛い」「仕事がわからなく

なった」との連絡が支援者に頻繁に入るように

なる。パート従業員によると、本人が商品の売

価変更処理をミスしてしまったことにより、売

り場従業員よりクレームが入ったことがあり、

本人が落ちこんでしまった。そのようなことが

あり、支援者に不調を訴えていたのであろう。

職場訪問すると、落ち込んだ表情で、作業中も

手を止めて、突然考え込んでしまう場面が見ら

れた。作業がスムーズにできなくなると、いら

いらしだすことがあった。 
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このように落ち込んでいる時期に、売り場従

業員から電話で売価変更処理を依頼され、処理

したところ、入力ミスをしてしまった。再び、

売り場従業員よりクレームが入り、本人はさら

に落ち込んでしまった。 

そこで、システム室従業員と話し合い、電話

応対は聞き間違える可能性があるので、電話応

対はシステム室従業員で行うことにした。本人

には「業務マニュアルシート」にそった作業に

集中して取り組んでもらうことにする。 

本人は、「業務マニュアルシート」にそった

作業以外に、書類で依頼された売価変更処理を

行うことがある。しかし、売価変更処理は、入

力をミスすると、お客様のクレームのもとにな

り、会社に損害をもたらす危険性がある。売価

変更処理は、最大13桁の数字を入力しなければ

ならないので、集中力が必要な作業である。シ

ステム室従業員によると、本人が売価変更処理

の作業をした後、疲れてぐったりしていること

があると報告を受けた。しかし、売価変更処理

を、本人の仕事から削ってしまうと、手の空い

た時間ができてしまう。今後、システム室従業

員と、職務内容の見直しを行う予定である。 

 

７  課題と展望 

 本人は、記憶障害、注意障害、遂行機能障害

とともに、感情と行動の障害を有している。そ

のため、作業支援だけでなく、心のサポートも

必要になってくる。これまで、仕事中に、落ち

込んだり、パニックになったり、興奮状態にな

ることがあった。その都度、支援者とシステム

室従業員で、本人のそのような感情の揺れにつ

いてエピソードを共有し、対応方法について話

し合ってきた。そうした経過を経ることで、本

人への理解が序々に進んでいる。本人の就労が

定着しつつあるのは、システム室従業員のナ

チュラルサポートが、序々に形成されつつある

からではないだろうか。 

このように本人の就労を支えてくださってい

るシステム室従業員と支援者が、高次脳機能障

害者が就労定着するためにどのような支援が有

効なのか、この事例を通じて感じていることを

次のようにまとめた。 

一つめは、高次脳機能障害者とともに働く従

業員の方々が、本人に対して統一した対応をと

ることである。それぞれが違う対応をとると混

乱してしまうことがあるからである。本人が電

話応対をしたことでミスが発生し、気持ちが落

ち込んでしまった時、システム室従業員と話し

合い、電話応対はミスをする可能性が高いので

システム室従業員が対応する、と徹底し統一し

たことで、本人はいつもの落ち着きを取り戻し

た。このような統一した対応をとるには、従業

員と支援者間で定期的な話し合いの場をもつこ

とが必要である。 

二つめは、高次脳機能障害者が働いている現

場の従業員だけでなく、高次脳機能障害者を雇

用する方や現場を統括する方が、現在、高次脳

機能障害者がどのような就労状況にあるのかを

理解したうえで、現場をまとめていくことであ

る。トラブルが発生したとき、どのように対応

するか、現場だけで解決しようとすると混乱を

招く可能性があるからである。電話応対をシス

テム室従業員で行うことを徹底すると決定した

時、システム室を統括する方が、職場のルール

として従業員に指示を出した。現場を統括する

方が、職場全体の方向付けを行うことが必要で

ある。 

三つめは、支援者が、従業員に対して、高次

脳機能障害の障害特徴について説明するだけで

はなく、このようなトラブルがあったら、この

ように対応すればいい、と簡潔に、具体的に伝

えることである。システム室入口付近に「自己

紹介シート」を掲示して、システム室に出入り

する従業員に広く理解いただけるようにした。

「高次脳機能障害」という言葉を初めて聞く方

や、高次脳機能障害者に初めて関わるので、何

かあったときにどのように対応すればいいのか

分からない方に対して理解を序々に広げていく

ためにも有効と思われる。 

四つめは、高次脳機能障害者だからできない、

高次脳機能障害者だからやらせないほうがいい、

という本人のマイナス面ばかりに目を向けた考

え方で接するのではなく、できることを評価す

る、プラス面に目を向けていく考え方で接して

いくことである。本人が落ち込んでしまい、落

ち着かない状況のときは、様子を見ながらでき

る仕事に取り組んでもらった。できたことを評

価し、自信をつけていく支援を行ってきた。 

 

本人へ支援は現在も継続中である。そのため、

ポスター発表時には、本人の業務内容や支援内

容が、本文と若干違う部分が出てくる可能性が

あることを了解いただきたい。 
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雇用支援室と就労促進訓練室の連携による求職者の能力評価について 

 

○松倉 義憲（足立区障害福祉センターあしすと 雇用支援室  主事） 

境 博義・大内 梨江子・窪川 義也・鈴木 佐江子・武藤 真理 

（足立区障害福祉センターあしすと 雇用支援室） 
  

１  はじめに 

一般就労を目指す障害者の相談、支援をするにあ

たっては、本人の身体機能や作業技能だけでなく、作

業態度や生活環境、就労意欲と幅広く能力をアセスメ

ントすることが、本人に適した就労支援をするにあたっ

て非常に重要であると考えた。今回は、雇用支援室と

就労促進訓練室がどのように連携をとりながらアセスメ

ントとフィードバックをしているか、アセスメントに対して

はどのような用具・手法を使っているかを、雇用支援室

と就労促進訓練室の事業を、事例を通して報告する。 

 

２  雇用支援室と就労促進訓練室について 

足立区障害福祉センターあしすと内には雇用支援

室と就労促進訓練室がある。雇用支援室は平成１５

年４月に創設され、区市町村就労援助事業の指定を

受け障害者の就労支援事業を行っている。また、就労

促進訓練室は知的障害者通所授産施設（平成１９年

４月以降に就労移行支援施設に移行予定）であり、就

労支援に特化した授産施設で、３０人の定員のうち５

名を上限に身体障害者の受け入れも行っている。足

立区では雇用支援室と就労促進訓練室が一体となり、

就労支援を行っている。雇用支援室の平成１８年９月

末現在の登録者は４８９名、平成１７年度の職業相談

はのべ２５８件、就職準備支援はのべ２，４５２件、就労

者はのべ６４人であった。 

 

３  雇用支援室就職活動支援 

雇用支援室では、図１の流れに沿って障害者の就

職活動支援を行っている。 

雇用支援室の就労支援の流れ

就職者

離職者

在宅者

学卒者

本人状況の確認

課題の確認

就労促進訓練室
の利用

就職

支
援
計
画
作
成

面
談

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

専
門
職
評
価

面
接
準
備

作
業
体
験

会
社
見
学

就職活動

雇用支援室の支援

授産施設等
への移行

施設
利用者

支援
対象者

エバリュエーション アセスメント

 

 

 

（１）雇用支援室の支援 

ア アセスメント 

就労支援初期段階においては、本人や支援者と

の面談によってアセスメントを行う。項目として本人

状況の確認と本人能力の評価、就労意欲の確認が

ある。 

イ 支援計画作成 

本人、支援者との面談の中で確認された目標を

もとに最初の支援計画を作成する。その中で目標と

課題、目標達成と課題改善のために必要な雇用支

援室の支援、本人の行動を明確化し、確認する。 

ウ 支援実施 

確認された目標に向けて支援を開始する。 

○面談による相談 ○グループワーク 

○面接準備・面接同行・実習同行 

○作業体験     ○会社見学 

エ エバリュエーション 

支援を行っていく中で、随時支援計画の見直し

を行う。 

（２）課題確認 

就職活動支援を進めていく中で、本人と雇用支援

室が当初見込んでいた課題とは別の課題が出てくるこ

とが多い。しかし、面談などの雇用支援室の支援だけ

では課題が明らかにならない場合、課題があっても本

人の理解が乏しい場合、本人と課題の共有がはかれ

ない場合がある。それらについては作業体験等を通じ

て本人へのフィードバックを行う。雇用支援室での作

業体験だけでは課題の確認や共有ができない時は、

作業療法士、心理技術職、看護師の評価や就労促

進訓練室の適性評価実習を利用している。 

雇 用 支 援 室 で確 認 された課 題 が、職 業 ・職 種 の

マッチングでは解決困難と思われる時、短期間の訓練

が必要と判断される時は就労促進訓練室の利用をす

すめている。 

（３）就労促進訓練室適性評価実習 

就労促進訓練室の利用には、就労促進訓練室の

利用適性の評価が必要となっている。そのため、就労

促進訓練室では、5日間の適性評価実習を行いそこ

で登録者の適性評価を行っている。また、その適性評

価実習は、本人の課題を再確認、共有する場所にも
図１ 雇用支援室の就労支援の流れ 

－ 314 －



なっている。 

 
適性実習評価項目
基本プログラム

☆140分
あいさつ
上司先輩への対応
協調行動

あいさつ12大用語
グループワーク

ビジネス
ふらいデー

☆
280分
140分
×２日

体の動かし方
バランスの取り方
模倣のしかた
協調性

ストレッチ
筋トレ
ウォーキング
ボールを使ったレクレー
ション

運動
プログラム

☆75分T-107組み立て

☆75分指示理解
巧緻性
作業能率

ボールペン組み立て測定作業

☆75分重いものを運ぶ力ペットボトル運びストア

75分
指示理解
巧緻性

電卓計算

☆150分
文字の仕分けの正確性
立ち仕事
集中力

ハガキ仕分け

75分
巧緻性
指示理解
理解の継続

箱折り

ドライバー作業 分解
休止中75分

道具・製品の取り扱い
道具を使ったときの巧緻性

ドライバー作業 組立

☆75分数を数える力札数え

75分
数字を見る力・読み取る力引き抜き

75分
指示理解検品

☆75分指先の巧緻性封かん

☆150分
作業時の手休め・よそ見
作業能率

封入オフィス

確認時間評価項目実習項目
訓練名

☆140分
あいさつ
上司先輩への対応
協調行動

あいさつ12大用語
グループワーク

ビジネス
ふらいデー

☆
280分
140分
×２日

体の動かし方
バランスの取り方
模倣のしかた
協調性

ストレッチ
筋トレ
ウォーキング
ボールを使ったレクレー
ション

運動
プログラム

☆75分T-107組み立て

☆75分指示理解
巧緻性
作業能率

ボールペン組み立て測定作業

☆75分重いものを運ぶ力ペットボトル運びストア

75分
指示理解
巧緻性

電卓計算

☆150分
文字の仕分けの正確性
立ち仕事
集中力

ハガキ仕分け

75分
巧緻性
指示理解
理解の継続

箱折り

ドライバー作業 分解
休止中75分

道具・製品の取り扱い
道具を使ったときの巧緻性

ドライバー作業 組立

☆75分数を数える力札数え

75分
数字を見る力・読み取る力引き抜き

75分
指示理解検品

☆75分指先の巧緻性封かん

☆150分
作業時の手休め・よそ見
作業能率

封入オフィス

確認時間評価項目実習項目
訓練名

 
 

適性評価実習では、表１のような作業や訓練プログ

ラムを行う。それぞれのプログラムにはマニュアルがあり、

そのマニュアルに基づいて作業や訓練プログラムの指

示をしている。作業の能率については、職員の平均値

と前年度に適性評価の平均値をもとにしている。 

訓練室の利用を通して明らかになった本人の能力

は、ふりかえりシートを利用し以下の視点で本人と能

力、課題の共有をはかっている。 

 ○基本的能力 

 ○作業技能 

 ○作業態度 

 ○社会性・コミュニケーション能力 

 ○生活環境 

 ○就労意欲 

 

さん 「適性評価実習の計画／ふりかえりシート①」

職員との話し合い

６生活状況

職員との話し合い

５就労意欲

実習中・休憩時での職
員・利用者との会話
運動プログラム

ビジネスふらいデー

４社会性・社会適応力
コミュニケーション、
あいさつ、上司への対応、
協調性、問題行動

各種実習項目
封入
ドライバー作業
ボールペン
バネ組み立て

ハガキ仕分け
箱折り

３作業態度
持続性・集中力、
注意・指示を聞く態度、
質問・報告、
トラブル発生時

準備・片付け、柔軟性 作業の
ムラ、陰日なた 情緒の安定

各種実習項目
封入
ドライバー作業
ボールペン
バネ組み立て

ハガキ仕分け
箱折り

２作業技能
指示理解 能率（一般作業）
能率（評価作業）
正確性、判断能力
道具や製品の扱い、
巧緻性、習熟度、
理解の持続性、

体力の持続、立ち仕事

給食
通所時の態度
実習日誌

心理の職員との話

１基本的な能力
食事マナー、身だしなみ
生活のリズム、移動能力
健康状態・管理
読み書き能力
計算能力、数の理解

金銭管理、時間の概念

評価での様子
コメント

今後に向けて

評価項目・方法
（実習・面談・検査）

ふりかえり計画
平成 年

月 日

～ 月 日

就労その他についての希望

（どんなことをしたいか？）

職員との話し合い

６生活状況

職員との話し合い

５就労意欲

実習中・休憩時での職
員・利用者との会話
運動プログラム

ビジネスふらいデー

４社会性・社会適応力
コミュニケーション、
あいさつ、上司への対応、
協調性、問題行動

各種実習項目
封入
ドライバー作業
ボールペン
バネ組み立て

ハガキ仕分け
箱折り

３作業態度
持続性・集中力、
注意・指示を聞く態度、
質問・報告、
トラブル発生時

準備・片付け、柔軟性 作業の
ムラ、陰日なた 情緒の安定

各種実習項目
封入
ドライバー作業
ボールペン
バネ組み立て

ハガキ仕分け
箱折り

２作業技能
指示理解 能率（一般作業）
能率（評価作業）
正確性、判断能力
道具や製品の扱い、
巧緻性、習熟度、
理解の持続性、

体力の持続、立ち仕事

給食
通所時の態度
実習日誌

心理の職員との話

１基本的な能力
食事マナー、身だしなみ
生活のリズム、移動能力
健康状態・管理
読み書き能力
計算能力、数の理解

金銭管理、時間の概念

評価での様子
コメント

今後に向けて

評価項目・方法
（実習・面談・検査）

ふりかえり計画
平成 年

月 日

～ 月 日

就労その他についての希望

（どんなことをしたいか？）

 

４  就労促進訓練室の就職活動支援 

就労促進訓練室の利用では、雇用支援室と適性

評 価 実 習 で明 らかになった課 題 について通 所 施 設

サービスの利用の視点から支援計画を作成し、最大２

年間の利用期間の中で、本人の希望や目標にそって

支援にあたる。サービス内容としては、オーダーメイド

の訓練プログラムと、就職活動や就労してからの知識・

マナーを学ぶためのグループワーク『ビジネスふらい

デー』、体力を維持・向上させるための運動プログラム

などがある。それらのサービス利用を通し、本人の能力

のさらなるアセスメント・課題の確認とそのフィードバッ

クによる支援計画の見直しを行いながら就職活動支

援を行っている。２年間の期間内で就労が決まった場

合は、３ヶ月間の在籍可能期間（フォロー期間）の後に

利用終了となり、雇用支援室の支援へと移る。 

 

５  事例紹介 

（１）プロフィール 

３０台前半 男性 愛の手帳4度  

PIQ:５６ VIQ:６１ IQ:５５ WAIS-R  

（平成１７年１２月実施） 

【家族構成】父母本人の３人家族。 

【生育歴】1歳児にてんかん発作があったものの脳波

検査の結果異常なく、以後てんかん発作はない。区

内の普通小学校、普通中学校を卒業。中学校卒業

後父親の家業を約5年手伝っていた。家業廃業後は

在宅生活を送る。在宅生活中は、渓流釣りやNゲージ

の製作を行っていた。 

【センター利用の経緯】父親の友人のすすめにより、平

成１６年１２月に足立区障害福祉センターへ来所。セ

ンター内の相談窓口の自立生活支援室の支援を受け、

就職を目的として雇用支援室へ窓口を移した。 

（２）専門職評価 

希望職種がなく、さらに自分には仕事に就く自信が

ないとの発言があったため、本人の能力を知るため作

業療法士と心理技術職員の評価を実施した。 

【作業療法士の評価】  

職業適性検査を実施した結果、作業能力としては、

手指の巧緻性が高く、また、積木やパズルといった構

成課題も一定の能力を有していた。反対に、言語や

計算を苦手としていたが、これは生育歴による経験・

学習機会の不足といった部分の影響も大きいように感

じられる。指示理解は言語指示の理解が可能であり抜

けも少ないが、質問や報告といった自発的な声かけを

検査者にすることが出来ず、手を止めたまま黙ってし

まうことがあった。以上のことより、作業能力は一定のも

のを有しており一般就労レベルであるものの、積極性

や対人面においての経験不足による未熟さが見られ

表１ 適性実習評価項目 

表２ ふりかえりシート 
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るため、現状では仕事場面で作業能力を十分に生か

すことが難しいと評価した。 

【心理技術職員の評価】 

軽度発達遅滞にあると思われるWAIS-Rの結果であ

るが、実習中の出来事や自分の趣味を語る内容は検

査で示される言語能力以上のものを示している。また、

創造性や細かい作業を伴う趣味を遂行している点も

検査結果以上の可能性を感じさせた。就労することに

向けてのビジョンは自信なさげな反面、職員にほめら

れた作業は自信に満ち溢れた語り口になる。以上のこ

とが社会的フィードバックのない生活が続いていたこと

による自発的な行動レパートリーの少なさが現時点の

大きな課題と思われる。趣味は家族によって保障され

ているので、就労意欲の喚起を周囲の評価による自

信付けと生活スタイルの変化による2面から進める必要

があると思われる。  

（３）雇用支援室での支援 

初期の面談時の様子は、下を向いたまま暗い表情

であった。仕事のイメージも少なく、何がやりたいのか

わからない、といった事を面談者に話した。面談を通し

て、就労意欲の面では経験不足から仕事のイメージは

乏しく、長期的な就職活動支援、訓練の必要性が感

じられた。また、社会性、コミュニケーションの面でも、

会話などの対人関係の課題が挙げられた。 

その二つの課題の改善のため、定期的な職員によ

る面談と、雇用支援室の行っている知的障害者向け

の求職者グループワークへの参加を勧めた。しかしグ

ループワークでは、他の利用者と関わることができず、

また職員との会話についても消極的になりがちであっ

た。そこから他の利用者との関係による社会性を身に

つける必要性も確認できた。そのため、就労意欲と社

会性の課題改善を目標として、就労促進訓練室の利

用を本人に勧めた。 

（４）適性評価実習と確認された課題 

適性評価実習では、前述の表１の適性評価項目に

ある作業・訓練プログラムを利用し平成１７年６月に５

日間にわたって本人の評価を行った。 

ア 実習の様子  

作業能力は、一度のモデル作業の提示で、全ての

評価項目において作業を行うことができた。また、能率

に関しても、作業によっては非常に早いタイムを出すこ

とができていたが、常に自信がない、疲れたと頻繁に

職員に話していた。 

イ 評価と課題  

実習の結果として作業全体として作業技能、特に

理解力と能率に関しては高いものがあった。能率に関

しては、職員の平均値よりも速いスピードでかつ間違

いなく行える作業もあり、技能面では充分に就労を目

指せるレベルであることが評価できた。 

 

 

ふりかえりシートより一部抜粋

作業能率面
スピード

測定① 測定② 標準値
能率

測定値／
標準値

備考
測定時のようす
不良の有無

など種目

ボールペン
50本 13分55秒 10分40秒 10分 82.6％ 間違いなく、早いスピードで

作業ができていました。両手
を使って作業をすればもっと
早く作業が出来ます。バネT107 11分3秒 8分50秒 10分 100.5％

封入 11分 10分 7分35秒 ていねいに作業できていまし
た。

ライト組み
立て

15分 早いスピードで作業ができて
いました。道具もていねいに
扱えていました。

ライト分解 12分

ハガキ
仕分け

50分 75分 すばやく仕分けることができ
ていました。

箱折り 2分 1分30秒 2分45秒 きれいに折ることができてい
ました。

作業能率面
スピード

測定① 測定② 標準値
能率

測定値／
標準値

備考
測定時のようす
不良の有無

など種目

ボールペン
50本 13分55秒 10分40秒 10分 82.6％ 間違いなく、早いスピードで

作業ができていました。両手
を使って作業をすればもっと
早く作業が出来ます。バネT107 11分3秒 8分50秒 10分 100.5％

封入 11分 10分 7分35秒 ていねいに作業できていまし
た。

ライト組み
立て

15分 早いスピードで作業ができて
いました。道具もていねいに
扱えていました。

ライト分解 12分

ハガキ
仕分け

50分 75分 すばやく仕分けることができ
ていました。

箱折り 2分 1分30秒 2分45秒 きれいに折ることができてい
ました。

作業能率面
スピード
作業能率面
スピード

測定①測定① 測定②測定② 標準値標準値
能率

測定値／
標準値

能率
測定値／
標準値

備考
測定時のようす
不良の有無

など

備考
測定時のようす
不良の有無

など種目種目

ボールペン
50本

ボールペン
50本 13分55秒13分55秒 10分40秒10分40秒 10分10分 82.6％82.6％ 間違いなく、早いスピードで

作業ができていました。両手
を使って作業をすればもっと
早く作業が出来ます。

間違いなく、早いスピードで
作業ができていました。両手
を使って作業をすればもっと
早く作業が出来ます。バネT107バネT107 11分3秒11分3秒 8分50秒8分50秒 10分10分 100.5％100.5％

封入封入 11分11分 10分10分 7分35秒7分35秒 ていねいに作業できていまし
た。
ていねいに作業できていまし
た。

ライト組み
立て

ライト組み
立て

15分15分 早いスピードで作業ができて
いました。道具もていねいに
扱えていました。

早いスピードで作業ができて
いました。道具もていねいに
扱えていました。

ライト分解ライト分解 12分12分

ハガキ
仕分け
ハガキ
仕分け

50分50分 75分75分 すばやく仕分けることができ
ていました。
すばやく仕分けることができ
ていました。

箱折り箱折り 2分2分 1分30秒1分30秒 2分45秒2分45秒 きれいに折ることができてい
ました。
きれいに折ることができてい
ました。  

 

課題としては、実習期間を通して声が小さく、自発

性にかける場面があった。また、体力や技能に自信が

なく、自分にはできないとの意思表示を職員に何度も

行っていた。しかし、一日を通しての作業でも能率が

下がることなく、運動プログラムでも運動量の低下は見

られなかった。社会性や自発性についても、職員の声

かけや指示に従った改善が見られた。 

そのため、次の二点を目標に支援計画をたてた。 

①コミュニケーションと自発性の課題の改善 

②様々な経験を積むことでの正しい自己像の把握 

これらを日々のフィードバックで行うために、就労促

進訓練室を利用する方針をたてた。 

ウ ふりかえり  

本人に対しては、ふりかえりシートを使い評価内容

のフィードバックをはかった。そのなかで、特に作業技

能面での能率、理解力の高さと、コミュニケーションと

自発性の課題を、本人との面談中に紙にポイントをま

とめ、提示ながら説明した。その上で本人に、自分の

能力に自信をもつために、訓練室の利用を提案した。

本人が同意したため、平成１７年７月より就労促進訓

練室の利用を開始した。 

（５）就労促進訓練室での支援 

就労促進訓練室の利用開始後は、最初の支援計

画で確認されたコミュニケーションと自発性の課題を、

本人とわかりやすい形で共有し、その目標のもとで就

労促進訓練室の利用を進めていった。グループワーク

や周囲の利用者とも打ち解けることができ、本人の社

会性も広がっていった。 

しかし就労促進訓練室での作業・訓練が順調に進

む反面、すぐにあきらめたり、作業が正確にできている

にもかかわらず、うまくできていないと職員に話すなど、

自己の能力を低く理解したままであった。 

そこで、本人の自己能力の確認の場として、平成１

７年９月にしごと財団の主催する、実習の体験が前提

の、合同企業説明会に参加した。その結果B社から実

表３ ふりかえりシートより一部抜粋 
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習後に採用を検討をする返答を得たため、平成１７年

10月に2週間の実習を行った。 

 

表４ B社実習内容 

実習内容 
都内ターミナル駅にある高級スーパー

内にある惣菜部門の調理補助 

実習時間 ９時から１７時 

通勤時間 Ａさん宅より約４５分 

 

実習中は、実習前の想定通り、社員のモデル作業

の提示と言語による指示に的確に応えることができて

いた。課題であった質問や報告も行うことが出来てい

たが、作 業 について自 信 がなく、就 職 を希 望 しない

ニーズを数回職員に話した。そのため、職員が実習中

及び実習終了後に、本人に対し仕事の成果を文字に

て説明し、本人が理解しやすいキーワードを使い現在

の状況、本人の能力について説明した。また、本人に

対する周囲の期待を言語化することで、本人が職場で

必要とされていることの理解をはかった。 

実習先のＢ社の担当者・店長・人事担当者の評価

もよく、平成１７年１１月からの採用が決定した。しかし

本人は当初は２ヶ月たったら辞めると職員に話した。そ

のため職員が、今後の経験のためにもまずは２ヶ月間

をがんばろうと本人に言葉と文字で書きながら提案し

たところＡさんは同意し、本人同意のもと就労が開始し

た。 

（６）就労後の様子 

 Ｂ社へ就労後は、就労促進訓練室は3ヶ月の在籍期

間を利用し、休日は運動プログラムへの参加を行って

いた。また職員が職場訪問を行い、担当者との話から

成功体験のフィードバックをはかった。来所時は、多く

の職員が本人とのコミュニケーションをはかり、成功経

験のフィードバックをはかっていった。Aさんは当初は

「2ヶ月のみ」と支援者に話していたが、2ヶ月が終わる

ころに今後について職員と面談を行ったところ「これか

らも働き続ける」と職員に話した。その後3ヶ月のフォ

ロー期間を終え、雇用支援室の支援に移行した。   

それ以後は雇用支援室による面談や余暇活動支

援と、月1回の職場訪問での職場からの本人の情報の

聞き取りを行った。 

平成１８年９月時点で約10か月の勤務が経過し、現

在も継続中である。 

 

６  考察 

Aさんについては、雇用支援室での登録の時点で

は社会性の低さと経験不足が際立っていた。また、本

人が自己の能力を正確に把握していなく必要以上に

低く捉えていたため、本人に対して正確なフィードバッ

クとそれによる自信付けが必要であった。そのため、就

労促進訓練室での長期的な就職活動支援、訓練の

必要性が感じられていた。その後に行われた就労促

進訓練室の適性評価実習と専門職評価では、本人の

自信のなさそうな態度とは反対に評価は高かった。就

労促進訓練室を利用し、自己の能力を本人にわかり

やすくフィードバックしていきつつ社会経験を積むこと

で、就労、就労継続へとつながった。 

 

７  まとめ 

本人の能力評価には、面談等での課題確認ととも

に、実際の通所・作業等によるわかりやすい、自覚し

やすいフィードバックが有効であった。雇用支援室と

就労促進訓練室が有機的に機能しているところが足

立区の就労支援システムの長所でもある。 

今回の事例では、就労促進訓練室での適性評価

実習での作業の結果を、雇用支援室と就労促進訓練

室が客観的なデータを通して共有できた。そのため、

主 観 的なイメージでの『仕 事ができない』『仕 事 が遅

い』といった言葉に踊らされることなく本人のアセスメン

トが行え、フィードバックを行うことができた。 

今回の事例のように客観的な自己認識が行えない

障害者に対しては、本人及び第三者と共有できる客

観的な評価を使い、適切かつ本人に伝わりやすい方

法でのフィードバックを通すことで就労の可能性は高

まると考える。今後は相談部門と通所サービス部門と

でさらに共有できる評価機能とフィードバック方法が求

められると考える。 

 

８  おわりに 

就労に対する自己イメージが出来ていない人は多

い。そのような相談への対応をより的確にしていくため

にも、このようなアセスメントとそのフィードバック方法に

ついてより研鑽を深めていく必要がある。 

－ 317 －



各関係機関と連携した卒業生への就労支援について 
 

○矢野川 祥典（高知大学教育学部附属養護学校 教諭） 

宇川 浩之（高知大学教育学部附属養護学校 教諭） 

田中 誠（就実大学/就実短期大学 助教授） 

石山 貴章（埼玉純真女子短期大学こども学科 専任講師) 
  

１  はじめに 

高知大学教育学部附属養護学校（以下「本校」と

いう。）では、卒業後の自立を目指し、できる限り実社

会に対応させた学習を行っている。 

現場実習（職場実習）では期間、回数を充実させ課

題を検証、校内での学習に反映させて克服を目指し

ている。また、家庭生活においての課題についても、

家庭と共通認識を深め課題克服を目指す事により、

一般就労へとつなげている。 

しかし、全てのケースで必ずしも十分な連携が取れ

ているとは言 えず、卒 業 後、様々な問 題が発 生 する

ケースも少なくない。それらのケースで共通する も大

きな要因として、本人を支える家庭基盤の弱さがあげ

られる。特に、幼児期・学童期における愛情の欠如、

基本的生活習慣の未形成・未確立がある。食事や睡

眠、入浴、着替え等において家庭教育で十分な援助

が得られず、生活改善が計れていないことが多くみら

れる。 

これら生活面での諸課題を事業所側から指摘を受

けても、家庭で再生することができず、本人自身が労

働意欲を喪失し、離職・失職→再就職→離職・失職

→再々就職を繰り返す傾向がある。再就職、再々就

職を目指して実習、訓練を実施しても、基本的生活習

慣の形成・確立の仕方が分からず、支援の繰り返しが

行われている。本稿ではこうした経緯を持つ卒業生を

対象に、その実態と課題、現在の就労支援について

検討する。 

 

２  研究方法・内容 

 在学中から現在に至るまでの事例A男の実態把握を

行い、明らかにしていく。また、学校、家庭、ハローワー

クや障害者職業センター、障害者就業・生活支援セン

ター等の各関係機関の取り組みと連携について記し、

分析していく。 

そして、A男に対する今後の支援について考察してい

く。 

 

３  事例 

 対象生徒A男。1982年生まれ。高等部入学前検査

の WISC-R(1997 年 実 施 ) の 結 果 は FIQ=61(VIQ=76 ､

PIQ=51)。 

 本校入学時には、集中力や持続力、協調性に乏し

く、授業に参加することさえ困難な状態だった。英語の

スペルを綴り、2桁のかけ算、割り算をこなす一方で、

家庭の事情もあり、基本的な生活習慣が確立されて

いなかった。 

入浴はおろか、洗顔、歯磨きも不十分であり、衣類

は汚れ、着こなしもだらしなかった。体操服、作業服等

家庭に持ち帰ると次の日また同じ服を持ってくるような

状態が続いたため、本人との約束で、学校での洗濯を

日課とした。現状では卒業までに生活習慣が徹底され、

就労を目指す段階になることは困難と判断し、個人宿

泊を月１回のペースで行うこととした。 

個人宿泊では、買い物、調理、片付け、入浴、衣服

の着脱、洗濯、ふとんの出し入れ等の他、実習期間中

には弁当作りを加えて取り組んだ。入浴後は話し合い

をし、A男に今何が求められ、どう改善しなければなら

ないのか、確認を繰り返した。当初、不満を口にし、約

束を破ることも度々あったが、宿泊を繰り返し学年が上

がるにつれて徐々に自覚が芽生え、一つ一つの取り

組みに確実性が出てきた。 

また、家庭にも協力を求めるため、学校での懇談と

家庭訪問を多く取り入れた。家庭の事情から全ての課

題において改善を目指すことは困難だったが、入浴や

身だしなみの点では改善が見られた。 

 学校での学習全般、また、個人宿泊を通して基本的

生活習慣の確立を目指し、学校生活においては３年

間の成長の跡が見られた。 

卒業後、A男の就職希望が叶い、K木工所に採用と

なった。その後もアフターケアとして宿泊を重ねたが、

就労して４年目の５月に、自己都合退職した。会社で

の人間関係に対して不満を漏らすことも度々あったが、

退職前には遅刻や身勝手な欠勤が多く、それに対し

言い逃れをする等、仕事への意欲を欠いた姿勢が目
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立った。 

 

４  経過 

退職の半年後、トライアル雇用で病院清掃業務を

行うが、雇用には至らなかった。その後、障害者職業

センターでの支援を約１ヶ月間受けた。 

次に、障害者就業・生活支援センターでの訓練を

経て、企業での実習を行った。また、特例子会社での

実習も経験した。しかし、仕事に対する意欲の不足、

無断欠勤、生活面での課題等から、再就職には至っ

ていない。現在は、生活面の課題に対して本人の自

覚を強めるために、グループホームで生活をし、基本

的生活習慣の再構築を図っている。また、障害者就

業・生活支援センターの支援を受け、訓練を行ってい

る。 

 

５  まとめ 

 各関係機関での実習、訓練を繰り返してきたA男で

あるが、経過状況は評価されたが 終的な評価は上

がらない状態が続いた。定期的に各関係機関が集ま

り、A男について分 析し今 後の方 針 について対 策 を

練った。 

 

その結果 

① 仕事に取り組む姿勢や意欲において安定した

状態が続かない。 

② 共に働いている仲間との関係が希薄であり、良

好な関係が築けない。 

③ 生活面の問題として不規則な睡眠、衣服や頭

髪、爪、洗顔、歯磨き等、仕事に取り組む以前

の問題が指摘された。 

 

それらの点について、本人の自覚が弱いことが課題

として挙げられた。そして、A男を支える家庭の基盤の

弱さが 大の要因であることに結論をおいた。 

今年８月には、A男、父親、兄、学校、グループホー

ム、障害者就業・生活支援センターが一同に集まり、

さらにA男の今後のあり方について議論を重ね、A男に

グループホーム入所を説得した。 

これまでは、親元を離れることを頑なに拒んできたA

男だが、これまでの繰り返しを打破するために納得し

入所を決め、改めて基本的な生活習慣を見直すことと

なった。 

入所してまだ２ヶ月（１０月現在）であり、結論づける

にはまだ早いが、生活態度に以前よりも落ち着きが見

られ、仕事に取り組む姿勢にも変化が見られた。卒業

後６年を経て、生活面においてやっと、安定の兆しが

見えつつある。 

 しかし就労に至るまでには課題は依然多く、継続的

な連携・支援が必要である。今後もハローワーク、障害

者職業センター、障害者就業・生活支援センター等、

各関係機関と連携を深め、A男の就労支援を行って

いきたい。 

 

<参考文献> 

1) 高知大学教育学部附属養護学校 研究紀要１５ 

個々の実態に即応した教育課程の研究と実践 （その

１５） 「自分で考え判断し、実行していく力を育てる授

業」 （２０００年２月） 

2) 矢野川祥典：第４４回特殊教育学会群馬大会発

表論文 「卒業後の自立を目指した宿泊学習」 （２００６

年９月） 
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離職者への支援と地域との連携 

－小規模作業所の意義と実際Ⅱ－ 
 

○宇川浩之（高知大学教育学部附属養護学校 教諭） 

矢野川祥典（高知大学教育学部附属養護学校 教諭） 

前田和也（作業所 あさひのあたる家 主任） 

田中 誠（就実大学・就実短期大学 助教授） 

石山貴章（埼玉純真女子短期大学 専任講師） 
  

１ はじめに 

2006年度卒業予定の高校生の求人倍率は1.14倍

で、1998年以来１倍を超えた。主に製造業を中心

に求人が伸びており、景気回復や団塊の世代の定

年などに備えて、積極的な動きが見られるように

なった。しかしながら、地方ではまだ低迷が続い

ているところが多く、高知県でも0.24倍と厳しい

状況となっている１）。 

高知大学教育学部附属養護学校（以下、本校と

する）は、まもなく創立40周年を迎えようとして

いる知的障害のある児童生徒が通学している学校

である。これまでも企業就労を果たした卒業生は

少なくないが、加齢に伴う体力や作業スピードの

低下、会社内での人間関係、近年の社会情勢の影

響などから、就労の継続が困難となるケースが相

次いでいる。 

昨年本研究発表会において、いわゆるリストラ

をされた卒業生が働くことを維持継続していくこ

とについて、本校の卒業生アフターケアや、ひと

つの作業所設立と運営にあたっての実践を踏まえ

た発表を行った。今回は、その後の取り組みと、

転換期を迎えようとしている作業所の経営などに

ついて触れながら、卒業生が「はたらく」ことを

主体とした日中活動の確保と維持継続について、

実践を通した研究を引き続き行う。 

 

２ 小規模作業所の取り組み 

（１）作業所の概要 

 今回とりあげる高知市内の小規模作業所（以下、

本作業所）は「はたらく」ことを前提として、屋

外作業（農業）を主たる活動とし、経営を行って

いる。利用者は、本校卒業生がほとんどであり、

在学中の作業学習において、年間を通じて水稲栽

培や土木作業などの農耕作業学習に取り組んでい

たこともあり、その経験を生かして、地域の中で

の位置づけを確立しようとしている。 

 

（２）活動内容と地域との連携 

①水稲栽培 

 水田は、高知市から車で30分ほどのところに

約7500㎡の土地を借りて展開している。後述する

芋畑も同じく、障害者に対する理解もあり、無償

で使わせてもらっている。この活動が地元ＪＡに

認められるようになり、毎年農業機械の協力や技

術協力をいただいている。また、今年度も、田植

えでは地域の方の機械と作業の協力があった。ま

た稲刈りでは、セイレイ工業（株）高知工場（地

域企業）技術部門担当職員の農業機械の技術向上

のための一環として協力があり、これまで以上に

多くの方からの協力をいただいた。 

なお、収穫したうるち米、もち米は、地域で販

売し好評を得ている。 

 

 
図１：セイレイ工業（株）高知工場による稲刈りの協力 

 

②けんぴ製造用芋の栽培 

 今年度も渋谷食品株式会社から支援をいただき、

芋の栽培を行っている。昨年度は10,000本の苗を

いただき、約5.3ｔの芋を納入した。今年度は苗

を購入する形をとり、16,600本の苗を約9,000㎡

の畑に植え、11月の収穫に向けて栽培している。

当企業からは、年間を通じて技術指導を受けてい
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る。 

 また、今年度も農業経営の実績から、企業内で

約半年の季節雇用をさせていただいている。さら

に、企業の土地の環境整備（草刈りなど）も本作

業所に依頼し、利用者の日中活動の確保、働く場

の提供を受けている。 

 

 
図２：収穫した芋を渋谷食品株式会社に納品 

 

③その他 

 ほかにも野菜の栽培、収穫、販売なども行い、

地域の飲食店をはじめ、多くの方に協力をいただ

いている。 

 

３ 障害者自立支援法 

 2006年度の障害者自立支援法施行を受けて、

小規模作業所への自治体からの補助金が近い将来

になくなるということもあり、運営・経営は今後

大きな転換を余儀なくされる。本作業所でも、小

規模作業所としての運営をどうしていくか、自治

体、福祉関連団体などと話し合いを行っている。

地域の小規模作業所と連合してひとつの大きな団

体を作り歩を進めていくか、例えばＮＰＯ法人を

取得して、単独で運営をしていくかなど、他の作

業所の動向も聞きながら、定期的に本作業所内で

も会を開き、検討を行っている。 

 

４ 利用者の増加 

 新たな利用者として、今年３月本校の卒業生

が加わった。これまでのリストラ経験組とは違い、

就労経験はなく、人間関係の形成をはじめとする

社会性の面で大きな課題があり、前述した渋谷食

品（株）での季節雇用に参加することも難しい。

季節雇用の期間は、保護者と水田や畑の整備を行

い、活動を展開している。 

 今後、来年度卒業予定者の中でも本作業所に入

ることを希望しているケースもあり、利用者の人

数も増え、その構成も変化してくることは確実で

ある。 

 

５ 今後の展望 

（１） 作業所の経営 

 障害者自立支援法を受け、経営の方針をどう

していくかが大きなところではあるが、他にも、

①これまでお世話になっているＪＡコスモス、渋

谷食品株式会社、地域の農業関係者との連携を引

き続き密にとっていく。②高知大学農学部との連

携から、農業技術の向上やその指導技術の向上を

めざすことが重要になってくる。 

（２） 人材育成 

 今後、利用者の増加が予想されることなどか

ら、新たな指導員の人材育成を行っていく必要が

あり、大学・福祉関係者などとの連携がますます

重要になってくると思われる。また、大学や地域

の専門学校などへボランティアの依頼、作業所か

らの情報発信なども行いながら、障害者に対する

理解の啓発も行っていく必要がある。 

（３） 利用者の生活を豊かにする 

 前回の発表でも、障害のある人、家族の生活

をより豊かにするためには、障害のある人をとり

まく物理的、人的環境の障壁を取り除いていくこ

とが必要だと述べた。作業環境をはじめ、余暇活

動、地域との連携などを大事にしながら日々の実

践を積み上げていく必要がある。収穫後の慰労会

などで、利用者、家族、関係者、お世話になった

地域の方々が集まることも、利用者はとても楽し

みにしている。 

 

６ 結びとして 

 作業所の維持や運営に関しては、これまで以上

に自らが動き支援を求めていく必要がある。また、

その活動を地域で行うことを継続していく必要が

ある。さらに、地域の学生、若者に対しても望ま

れる。その中で、利用者の日中活動をより充実さ

せ、働くということを維持継続できればと考える。   

また、今回も本作業所の取り組みに関して、Ｊ

Ａコスモス矢野課長、渋谷食品株式会社にこれま

で以上の多くの地域農業経営者の多大なる助言と

協力を得た。あらためて深く感謝の意を表す。 

 

（参考） 

1)asahi.com「高校生の求人倍率、９年ぶり

に１倍台に 景気回復追い風」より一部引

用（2006.9） 
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脳卒中後高次脳機能障害を有する２例での復職支援 

―失敗例と成功例の経過と考察― 

 

○宮崎朋美（国際医療福祉病院リハビリテーション室 作業療法士） 

樋渡正夫（国際医療福祉大学臨床医学研究センターリハビリテーション科） 
  

１  はじめに 

高次脳機能障害者の復職支援にはさまざまな困

難が伴う。脳血管障害者の復職は、高次脳機能障

害だけでなく、麻痺や失語症など病巣によって多彩

な症状を呈する。復職に介入する場合、麻痺や認

知機能に対する介入技術のほか、会社や家族への

介入方法によっても復職後の職場への定着度が大

きく変わる。佐伯１）によると、脳卒中患者の復職は、

脳卒中による障害の個体差が大きく、復職の実態

が把握しにくい、事例の個別性が高くて一般化しに

くいこと、対象となる脳卒中集団が退職年齢に近づ

いているために、復職という目標が彼らにとって現

実味を帯びなくなっていることを指摘している。また

豊田 ２）によると、勤労者世代では家族の生計に与

える影響も大きく、収入面や子供の世話などの問題

から、配偶者が介護者になり得ない場合も多い。特

に若年層においては利用できる福祉サービスが少

ないため、療養環境においても様々な問題を抱え

ているなど、本人だけの問題ではすまないところが

あり、復職に対する問題点は多岐にわたる。しかし

ながら、医療機関で行えることは限られており、障害

者の復職に関わる専門職の決まった方法が確立し

ていない。今回、障害者の復職に関し、復職の失

敗例と成功例を経験したのでこれについて報告す

る。 

 

２  症例 

症例１：38歳男性。高卒。独身。右利き。前職は中

小企業の製造部長。 

現病歴：2002年11月2日､左被殻出血、右不全片

麻痺、軽度失語症、高血圧症と診断され、保存的

治療後、同年12月6日、リハビリテーション目的に当

院へ入院し、同日PT、OT、STのリハビリ処方が出さ

れた。 

画像診断：入院時のMRIでは左被殻、側脳室周囲

の深部白質に及ぶ出血病巣を認めた。またSPECT

では被殻領域で血流が著減し、左前頭葉から側頭

葉で血流の減少を認めた。 

作業療法実施経過： 

入院当初の作業療法評価では、ブルンストロー

ムステージⅥ-Ⅵ-Ⅵで麻痺はほとんど認めず、セル

フケアはほぼ自立していた。MFT（脳卒中上肢機能

検査）では㊨28/32(87.5％)㊧29/32(90％)であった。

精神機能面では、見当識低下、注意集中持続時

間は５分程度、離席や悪ふざけ、不自然な笑顔や

凝視、過度の身体接近などの脱抑制行動や、易疲

労性、多動等が見られた。病識も欠如していた。入

院後1.5ヶ月で自宅退院となり外来リハビリテーショ

ン（2003.1.15.～6.30）へ移行した。判断力は比較

的良好に保たれていたが、認知作業処理の遅さが

主な問題と思われた。半年後の復職に向けて、外

来 で論 理 的 思 考 の 系 列 化 と作 業 速 度 の 改 善 を

図った。 

復職の可能性を見極めたポイント： 

自宅退院時に、①麻痺がほぼ消失していること、

②病識が出始めたこと、③失語や遂行機能障害が

比較的軽度であること、④復職への本人の強い希

望から復職の可能性があり、認知リハビリテーション

の適応と判断した。 

復職準備としての作業療法プログラム：  

（１）算数（文章題） 

小学３・４年の応用問題を中心に、数量系や論

理的思考を多く含む課題を一緒に行い、又宿題と

して課した。誤りが多く、読み違いや計算の誤り、時

に文章題の前半部分が理解されていないこともあっ

た。図解説明を行うことによりやっと理解したところも

あり、 終的には思考力は回復傾向にあり、解答作

成に至るまでの時間が予め規定されている制限時

間に近づいたが、完全に正答できるまでにはならな

かった。 

（２）和紙クラフト 

作業能力・注意能力評価を行いながら何度も作

成したが、正常人の行う作業時間の５倍以上を要し

た。 

（３）パソコン文章入力 

パソコン操作の確認、文字入力能力評価、失語

－ 322 －



症による読み違い等を参考に、作業処理能力の評 

価を行った。 

（４）エクセルによるグラフ作成 

課題問題に対する解答作成所要時間をエクセルを

使 用 してグラフ化 する作 業 を遂 行 させ、その際 にマ

ニュアルを見ながら図を作成することを行わせてみた

（図）。マニュアルをみながら作業を行うこと、結果をグ

ラフ化することの訓練であったが、キー位置の記憶が

曖昧であったり、ローマ字変換を探せず時間を要した

り、修復にかなり手間取っていた。 
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図  問題に対する解答作成所要時間の図（本人作成） 

 

（５）ビジネス文書作成 

文字入力の練習と誤字の除去作業を行いながら、

仕事に際して使用することの実用性を見極めた。当初

はローマ字表を見ながらの作業で、失語症の影響も

あって作成に長時間を要し、仕上がったものも不完全

で実用性は低かったが、宿題にして自宅で作成するよ

うにしてワープロ練習時間を増やした。 

（６）体力作り 

８時間労働に向けての体力面での耐久性向上、気

分転換目的で、身体機能向上訓練を実施した。 

 

訓練開始当初は、見当識や病識が低く楽観的であっ

たが、復職直前のWAIS-Rは、VIQ71，PIQ84,TIQ74.

になった。（2003．6．12） 

 

復職までの会社との調整経過 

2003年1月15日の自宅退院前に、会社の労務担当

者との話し合いで、半年間認知機能向上を主体とす

るリハビリテーションを継続する方針とした。2003年6月

9日、７月からの復職に向け本人が会社の責任者との

面談を行った。 

 

復職後の経過 

2003年7月1日、発症後９か月で復職した。生産管

理部門への配置転換があり、当初から残業が続いた。

同僚による付き添いは 初の３日のみで、その後ライ

ンの確立など思考力を主体とする仕事が与えられた。

失語症のことを十分に配慮され、商談に不安がある時

等の協力体制があらかじめ整えられていた。半年後に

重要任務につく予定も立てられていた。 

１ヶ月後：外来作業療法時に、仕事に慣れて、困っ

ていることはないと発言していた。周囲が配慮してくれ

ている、と患者は職務に対し意欲的であった。 

２ヶ月後：業務上で対応できない内容があることを認

識するに至った。本人からの情報を整理すると以下の

ことが明らかになった。①判断に時間を要し、昔の判

断力に達してないと同僚に言われた②以前の上司と

部下が入れ替わる形となり精神的な葛藤がある③作

業等に時間がかかるが、遅い感覚が自分では認識で

きない等 であった。この時 のTMTは、‐A：114秒 ‐B：

295秒であった。認知作業の遅いことについての説明

に対し、本人は十分実感できていなかった。またこれら

の会社での状況を、家族や友人には全く話せないで

経過していて、気分転換は土日にしているが、以前の

ようにゴルフなどに出向くことはなかった。 

３ヶ月後：判断や作業の遅さから来る現実問題を本

人も認識し始め、降格や仲間からの低い評価に苦し

み、葛藤しながらなんとか就業を継続している状態で

あった。 

４ヶ月後：突如退職。リハスタッフの支援や判断を待

たずに自己判断により決定しており、家族の支援も得

られていなかった。 

 

退職後（離職した理由を本人より聴取） 

第 １に、降 格 という事 態 が心 理 的 にも耐 えられな

かったこと、第２に、疲労が強く体力的にも耐えられな

かったことが退職理由であった。７月という時期で、屋

外作業も本人にとって悪条件であったと考えられた。

また、自分の思った以上に失敗が多く、その修復に手

間取ったことも理由であった。しかし、本人の精神的な

葛藤は予め予想された事態にもかかわらず、本人から

はそのような事態を容認する発言が出てくることはなく、

自尊心からか、体力が十分に回復していなかったこと

を第１の退職理由とする態度を変えることがなかった

点に問題があると考えられた。 

 

今回の退職から学んだこと 

復職に向けて会社や家族に対して介入するタイミン

グが遅れ、復職後の職務内容や労働時間の交渉、本

人 の障 害 状 況 について話 し合 える機 会 が得 られな

かった。また復職後の葛藤を予想できていたにもかか

わらず、本人の自尊心が予想以上に精神面に影響し
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た。そして復職後４ヶ月を過ぎ、本当に支援を必要とし

た時に、担当療法士の不在で会うことができず、自ら

の判断のみで離職に至った。本人は他人の判断を待

てず、サポートする側も本人の精神的変化を予測して

いたにもかかわらず、適切な時期に十分な支援をする

ことができないまま本人が辞職を選択するに至った。 

 

症例２：46歳男性。高卒。右利き。前職は精密工場課

長。勤続27年。妻と3人の就学年齢の子あり。 

現病歴：2003年8月17日、くも膜下出血（前交通動脈

瘤）発症。翌日、脳動脈瘤クリッピング術施行。同月25

日PT、OT、STにリハビリ処方が出された。26日に脳血

管 攣 縮 が起 き、翌 日 左 下 前 頭 回 に脳 梗 塞 を発 症 、

徐々に右片麻痺、失語症が出現した。その後、水頭

症のためVPシャント術施行。発症から３ヶ月後の11月

22日、左手でのADLが確立し、重度右上肢麻痺と重

度失語症を残し自宅退院となった。2004年９月から復

職、現在に至っている。 

画像所見：左前頭葉と側頭葉にくも膜下出血後の脳

血管攣縮によると思われる脳梗塞が認められた。 

 

作業療法経過と会社との調整 

2003年9月8日、脳梗塞発症直後の状況は、右上

下肢麻痺・失語症重度で、ブルンストロームステージ

でⅠ-Ⅰ-Ⅳ、重度弛緩性麻痺であった。観念失行と

思われる道具の使用障害や、失行と思われる動作も

加わっていた。覚醒レベルの低下によると思われる多

動、危険行動のため24時間監視が必要な状態であっ

た。 

発症１ヶ月後（2003年10月）：左手動作でのADL自

立 へ向 けて、道 具 使 用 とスキル向 上 訓 練 を中 心 に

行った。右上肢へのアプローチも行っていたが、随意

性は全くみられなかった。 

発 症 ２ヶ月 後 （2003年 11月 ）：意 志 疎 通 はジェス

チャーでのイエス・ノーのみで、右上肢に随意性は認

められなかった。下肢は、屋内歩行自立まで回復して

いた。この時期の神経心理学的検査として失語症の

関 与 が 大 き い こ と か ら 、 動 作 性 評 価 の み を 行 っ た

（WAIS-R:PIQ71.）。2003年11月20日自宅退院となり、

リハ目標を１年後の復職と設定して、本人から会社に

申し入れた。退院時麻痺の回復段階ブルンストローム

ステージⅣ-Ⅳ-Ⅳであり、手指動作などの分離が認め

られてきていた。脱抑制、注意の転動性、道具使用の

拙劣さが目立っていたが、左手でのADLは確立してい

た。観念失行はほぼ消失した。 

発症３ヵ月後（2003年12月）：外来作業療法に移行

し、認知機能の評価と、右上肢の回復を重視するプロ

グラムとアプローチなどの訓練を行い、利き手交換、右

上肢機能回復、認知機能改善、PC操作の習得訓練

を実施した。 

発症７ヵ月後（2004年4月）：麻痺の回復段階はブル

ンストロームステージⅤ-Ⅴ-Ⅵに至った。本人を交えて、

復職3か月前より会社との協議を開始した。会社を訪

問し、訓練の進捗状況を伝え、復職後に予想される

問題を提言した。復職の可能性がある職場の見学を

行い、予想される環境面やスタッフと関連性を確認し、

業務内容についてのデモ版を会社から受け取り、作

業療法時に練習訓練を実施した。経営者と患者は縁

故関係にあり、会社側の受け入れは良好であった。復

職直前のブルンストロームステージは、Ⅵ-Ⅵ-Ⅵであり、

右手で書字と箸使用が一部可能になっていた。失語

症に起因する文字入力ミスが残存していた。作業時間

はTMTで平均の7倍を要した。本人には予想外の困

難に遭遇しても決して離職しないように伝えたが、その

意図が十分理解されたかどうか、不安が残っていた。

1ヶ月の試用期間中に職場訪問して、会社側の対応

を確認した。休憩をうまくとれない、会話についていけ

ない、見栄を気にして右手を無理に使う等の問題が顕

在化した為、外来通院治療を加える等の対応策を実

施した。２ヶ月目には完全復職し、職務も追加された

が、本人のペースで業務を行えていた。月1回のペー

スで外来フォローアップを行い、復職後３年が経過し

た。現在、失語症は軽度残存しているものの、上肢の

麻痺は発症後２年頃からほぼ消失して現在に至って

いる。 

現在の本人の状況は、発症前に比べ、中心的業務

から外れた内容であるが、このことにこだわらず現在で

きることを確実に行うことを目標としている。会社側から

新しい業務を追加することはなく、本人が気がついた

雑務は常に行っている。この３年間、残業は必要時以

外なるべくしないように設定した。通勤手段も、２年目

頃より妻による送迎から、自己運転による自家用車通

勤に移行できた。また日常生活面でも休日は、趣味の

ゴルフを行うようになり、以前に近い生活状態に戻って

いる。 

現在の本人の生活満足度としては、日常生活や仕

事にはおおむね満足していたが、失語症の為、他人と

の会話には抵抗を感じている。 

 

復職の可能性・時期を見極めたポイント 

経営陣と縁故関係であったこと、勤続27年の経験

実績と役職は、麻痺が残っても知的財産が優遇される
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のではないかと予想されたことで、復職の可能性が高

いと判 断 した。従 業 員 数 200人 ほどの中 小 企 業 で、

アットホームな会社であることも好材料であると考えら

れた。経過を追うごとに麻痺が改善し、小走りや、両手

動作の実用性も高くなり、単純作業であれば作業ス

ピードも改善したことも復職可能と判断した理由である。 

本症例は右片麻痺患者であったが、失語症や麻痺

に対しての病識は十分であった。作業処理スピードに

関しては劣るところがあったものの、ミスや漏れが少なく

確実に業務 を遂行できることで処理 速度の遅さをカ

バーすることが可能であった。また、いつも笑顔で挨拶

する、自ら気づいて手助けする、障害を持っていること

に甘んじていないことも、現在まで職務を継続できてい

る理由であると考える。 

本症例では、発症から1年後を復職時期の目標とし

たが、この時期に設定した根拠として、復職への意欲

が強く、そのモチベーションが継続している時期であり、

離職期間が過度とならない時期であること、また身体

機能、失語症や精神機能の回復状況、家族や社会

面からも総合して判断した。 

 

３ 考察 

以上2事例の経験は、高次脳機能障害を持つ患者

の復職支援にあたり次の諸点を加える必要があること

を示唆する。 

① 復職と各種支援のタイミングを熟慮すること 

② 職場への橋渡しの役割を積極的に買って出る

こと 

③ 会社側の障害理解を深めるとともに職務内容の

具体的選択に際して、医療面から見た提言を

すること 

④ 患者の障害認識は、職務現場に復帰して初め

て現実のものになるという認識を持つこと 

⑤ 患者の自尊心が復職における大きな阻害因子

になりうるという問題に早い時期から備えること 

⑥ 本人・職場・家族のいずれの心理的ストレスにも

対処する為、復職実現後も継続して経過を観

察する必要があること 

⑦ 麻痺が改善し、以前と似た生活ができていても

生活満足度としては、常に改善の余地が残存し

ており、継続したアプローチが必要であるという

こと 

 

４ 結論 

今回私達は、2例の脳血管障害者に対する復職へ

のアプローチを試みた。2名とも役職に就いており、会

社への貢献が大きかった。しかし、１例は辞職に至り、

１例は現在も職務を継続できている。 

会社との適切な信頼関係を築くタイミングを逃し、本

人の予想以上のプライドへの配慮と、精神的な家族の

支えのないケースが辞職に至り、適切な時期に会社と

の連携を十分に取りながら、縁故関係や家族の支援

も得られたケースが職務を継続する結果となった。 

本人を取り巻く、会社・家族・就労援助者の３者がタ

イミングよく、どの方面に対するアプローチも欠如する

ことなく、同じ方向性で復職に導くことが援助者の役

割であり、復職の成功例になりうると考えられた。 

 

 

参考文献 

１） 佐伯覚：脳卒中患者の職業復帰、「日職災医誌,51」

pp178－181,2003 
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左右 

急性期病院リハビリチームによる、高次脳機能障害者の復職支援 

―医学的リハから職場復帰への円滑な支援をめざして― 

 

○工藤摂子（国際医療福祉病院  作業療法士） 

宮崎朋美・小森規代・河野健一・前田真治（国際医療福祉病院） 

 

１  はじめに 

 当院では様々な疾患・障害を持つ方に急性期から

リハビリテーションを行っている。その中で仕事中

に脳梗塞を発症し高次脳機能障害を呈した一人暮ら

しの男性の復職支援に関わる機会を得た。生活能力

の向上と発症一年後の職場復帰の実現を目指し、自

宅訪問・職場との話し合い・職場訪問での職務内容

環境調査・他県の障害者職業センターへの引継ぎを

行った。 

 本例の経過から、高次脳機能障害者の復職支援に

おいて、病院と障害者職業センターとの連携の意義

と課題を明らかにするため、リハビリチームの役割

に焦点を当てて考察した。 

２  事例 

54 歳男性 右手利き   

疾患名：出血性脳梗塞（06.5.11 発症） 

現病歴：会社にて倒れ

ているのを発見され

救急車で栃木県内の

当院へ搬送。途中、

数回のてんかん発作

を認めた。当院到着

時、意識障害あり、CT    

で左側頭葉に出血を認め入院となった。 

既往歴：30 代より糖尿病 

社会歴：都内高校卒。アパートで独居生活していた

が、荷物やゴミで手狭になり、２年前よりホテル

住まい。両親は都内、弟夫婦は愛知県在住。病前

の会社は勤続 30 年以上で、製品運搬時のフォーク

リフト操作を担当。 

３  初回評価（06.5.11） 

身体機能： 四肢・体幹とも著明な麻痺なし 

  脳卒中上肢機能検査(MFT)： 

㊨28／32（87.5％）、㊧30／32（94％） 

  簡易上肢機能検査(STEF)：㊨84／100、㊧85／100 

神経心理学的所見 

 見当識：時間・場所で曖昧 

 知的機能：中等度低下 

  MMSE:22／30  WAIS-R：VIQ79、PIQ80、TIQ77 

 記憶：失語の影響を受けるが視覚・動作的な記憶

は比較的保たれている。 

WMS-R：言語性 67、視覚性 50 未満、 

一般記憶 51、注意・集中 128、遅延再生 60 

RBMT：標準ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 11／24、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 5／12 

 注意：転導あり、配分・容量も低下している。 

 遂行機能：計画を立てて行動を実行する事や２動

作を並行して行うことが難しい。 

   Trail Making Test：Ａ194 秒、Ｂ183 秒 

言語評価：失名詞失語(軽度)、談話機能障害 

 〔SLTA〕聞く：短文理解 8／10、口頭命令 4／10 

     話す：呼称 14／20、語列挙 0 語 

     読む：書字命令 9／10 

     書く：漢字・仮名書字に錯書あり 3／5 

作業能力 

 一般的能力：失語の影響から読み書きにやや問題

あり。注意が転導し、作業への集中が持続せ

ず、２つの作業を並行して行えない。説明書

の読みとばしが多く、文字理解障害も加わり、

理解困難。周囲のスタッフに聞くことで問題

を解決する能力はある。 

 作業習慣：開始時間などの規則を守ることは可能 

 作業技能：思考・作業処理速度が遅く、手順が一

貫しない。包丁、ハサミは安全に使用できる。 

 作業態度：真面目に取り組む。(病前も職場で危険

性の高い仕事を行っており、同僚からの信望

も厚かった) 

４  リハビリテーション経過（06.5.12～6.27） 

（１）注意・遂行機能の改善 

注意・遂行機能の改善や日常生活能力の再獲得（糖

尿病管理も含め）を目指し、調理練習を実施した。

献立や手順を計画し入院中に計６度実施。当初は２

動作を並行して実施すると注意の偏りがみられたが、

動作を簡略化しフィードバックを繰り返すことで誤

りに気づくようになった。  

（２）生活の自己管理練習 

１日のスケジュールの立案と自己管理をさせた。
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食事や入浴、理学療法、言語療法以外の時間は、作

業療法室で、計画に従った作業を実施することが可

能となった（パズル・工作・パソコン・計算ドリル）。 

（３）自宅訪問 

自宅アパートは物とゴミで溢れ中に入れない状態。

別に借りているホテルの部屋も同様。独居のため糖

尿病食管理も一人で行わなければならないが、自炊

は殆ど行わず食事は弁当や惣菜等で済ませるなど、

入院前より生活管理が不十分であった。 

（４）復職についての話し合い 

本人・家族・会社の上司・リハビリスタッフが集

まり退院後の復職を含めた今後の方向性について話

し合いを実施した。自宅・職場への訪問に同行した

家族から、独居と再発への不安から東京の実家に一

度帰り両親と生活する方がよいなどの意見が聞かれ

た。会社は復職受け入れに対し意欲的であったが独

居での外来通院や通勤のための交通手段がないこと

が元の職場への復帰を妨げる要因になると指摘した。 

本人・家族・上司とも独居に不安があることから、

一度実家にもどり療養しながら、発症より１年後を

目途に同じ会社の東京工場（過去に勤務経験があり

当時の同僚も在籍）での復職を目指す方針となった。

この時点でまだ発症後 1 ヵ月の段階であり、復職に

向けて継続的な経過指導が必要である。実家周辺に

はリハビリテーションを継続できる医療機関がない

ので、都の心身障害者福祉センターへ相談に行った。 

（５）障害者職業センター（東京都）への引継ぎ 

遠方のため引継ぎ先の情報は少なく、ソーシャル

ワーカーや作業療法士などが個別に情報収集を行っ

た。その結果、外部とのやり取りの窓口が複数で、

病院スタッフ間やスタッフと家族とのやり取りの中

でのみならず、病院と引継ぎ候補施設間の連携にお

いても情報に差異を生じるなどの混乱が生じた。 

最終的に東京都心身障害者福祉センターと実家の

ある市の福祉担当窓口に相談し、実家に近い障害者

職業センターを紹介された。家族が直接相談に行き、

退院後に本人とセンターに出向き東京での方向性を

決定していくことになった。その後、障害者職業セ

ンターでの対応が難しいと判断された場合は、前述

の福祉センターでの対応となることが確認された。 

５  考察 

本例は発症後急性期にある方が手帳を持たない期

間に県内外の関係機関をどのように利用するのかと

いうことに熟慮を要したケースである。高次脳機能

障害者の復職支援において、発症後本人と最初に関

わる急性期病院スタッフの役割は、関係スタッフが

一堂に会し現状を共有することや、適切な評価に基

づき早期から復職の可能性を見極め、一つのチーム

としての方向性を示し適切に引き継ぎを行うことに

ある。したがって、本例のように復職支援に関わる

場合には関係機関（障害者職業センターなど）との

『連携』を緊密かつ円滑に実施することが非常に重

要であると考えられる。 

本例では本人の身体・精神機能、ＡＤＬ、作業能

力などの評価に基づき発症後 1 年を目途に復職を実

現するというチームとしての目標を立てた。その目

標に向けて如何なるリハビリテーションの手段を用

い、どのような施設や機関へと引き継ぎを行うべき

か、本人・家族・会社関係者と熟慮を重ねた。復職

に向け会社側の良心的かつ積極的な働きかけもあり

チームの関係者が集まって本人にとって一番良い方

向性を検討することができた結果、当初検討されて

いた同じ職場への復帰は、勤務地の変更を視野に入

れ東京で復職を目指すことに変更された。このこと

により遠方の施設との連携が必要とされたが東京都

における障害者の復職支援機関の所在や利用上の制

度の問題に対し、当院リハビリチームは適確な知識

や情報を持って対応することができず引き継ぎ先の

決定に手間取る部分もあった。しかし関係者や関係

機関の協力があり引継ぎを成し遂げることができた。

また外部との窓口が複数できたために多方面で混乱

が生じた点では、多くの人が関わるチームにあって

窓口を統一して対応する事が円滑に連携を行うため

に必要であるということを、本例を通し痛感してい

る。 

６  まとめ 

高次脳機能障害者の復職支援は、復職に至るまで

の緻密なリハが必要である。そのためには、チーム

としての目標に対して適切な時期にその状況にあっ

た場所での支援を提供する事が重要であり、必要と

される時期を判断し、より専門的なチームに受け継

いでいくことが高い目標達成のためには必要である。

医療機関の役割は、得られる必要な情報を障害者職

業センターなどの関係機関へと適確に伝達し、情報

共有を積極的に行うことである。そのことで障害者

の自立を促進する連携を深めることが重要と考える。 

【文献】 

１）古澤一成，徳弘昭博：医学的リハビリテーショ

ンと職業リハビリテーションとの連携上の問題点．

リハ医学；2005：42：24-29 
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障害者雇用に係る地域環境支援に関する調査から 

－新たな調査計画を目指して－ 

○吉光 清（九州看護福祉大学  教授） 

甲斐 正法（熊本県南部障害者就業・生活支援センター長） 
  

１  はじめに 

 「障害者の雇用促進等に関する法律」の改正及び

「障害者自立支援法」の成立・施行によって、地域に

おける障害者の就労移行支援が急務となっている。 

そうした情勢の下で、従来とは異なる狙いを持つ事

業所調査がなされ始めていることが見受けられる。す

なわち、地域を限って事業所に細かな質問をぶつけ、

障害者雇用の隘路が何かを追及し、地域に対してど

のような働きかけや支援が有効かを確かめようとする、

的を絞った調査研究である。 

ここではそうした方向性を障害者雇用に関わる“地

域環境への支援”をめざすものと捉えることにする。 

 

２  目的 

 筆者らの“地域環境への支援”を狙いとした調査研

究を計画するにあたり、参考とすべき先行研究の調査

結果をまとめるとともに、今後の調査実施において参

考とすべき点を整理することを目的とした。 

 

３  方法 

(1)検討資料 

熊本県北部から距離的に遠くない２つの地域で実

施された調査研究の報告書を利用して作業を進めた。

２つの報告書となった調査を簡略に「A調査」「B調査」

として記述することとした。 

 A調査における郵送調査は平成17年11月～12月で

あり、B調査は平成17年10月～12月と、ほぼ同時期に

実施されたものであった。 

両調査が対象としたのはそれぞれ市民人口13万８

千人あまり、13万２千人あまりの両地域に所在する事

業所であった。 

 調査項目数は事業所のフェースシート部分を除くと

A調査では15問、B調査では19問であったが、「障害

者を雇用中」・「経験がある事業所」と「経験がない事

業所」が区別され、回答しない設問が含まれている。 

 A調査では400事業所、B調査では1971事業所に調

査票が送付され、回収率はそれぞれ55.25％と20.9％

となっていた。 

(2)調査内容の検討 

調査内容に沿って、調査項目の構成上の特徴や

調査実施に伴った実施した活動も把握することにした。 

(3)今後の調査との間で比較すべき内容の整理 

両調査で扱われた内容の中から、調査結果を今後、

比較・検討する際の前提となる基礎的な条件を確認し、

両調査で共通して扱われた部分について結果を対比

できるように作業した。以上の作業を踏まえて、今後の

調査研究において配慮または実現すべき諸点につい

て集約することとした。 

 

４  結果 

(1)調査項目の特徴及び調査方法 

A調査は地域における障害者の雇用環境を改善す

るための方向として、障害者雇用促進制度の周知度

の確認と制度説明会、障害者の就業・訓練の場の経

験の確認と見学会の企画をセットした点に特色があっ

た。最初にインタビュー調査が行われ、その結果から、

Q12 ：「このような制度の説明会があれば参加されま

すか」、Q13：「障害者が社会復帰を目指して訓練して

いる施設や障害者が働いている事業所を見学する企

画があれば参加されますか」、Q15：「障害者が生産し

た物品購入の可能性」などの設問が用意された。回答

を受けて施設・事業所の見学会が企画され、参加者

にさらにアンケート調査が実施された。 

B調査では郵送調査に続けて、訪問調査も実施さ

れ、これらの調査結果のデータを基に、「職場開拓プ

ログラム」の開発、そのためのマッチングツールの開発

が構想されていた。 

その目的に沿って、Q6：「障害者を雇用した際、助
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成金や公的制度を活用されましたか」、Q10：「貴事業

所で過去に障害者の職場実習や体験実習を受け入

れたことがありますか」Q11－③：「実習が雇用に結び

つかなかった理由はなんですか」、Q12：「障害者が企

業で働く事についてどう思われますか」、Q16 「貴事

業所で障害者の雇用を前提とした職場実習の受け入

れができますか」 などの設問が用意された。 

また、調査の際に事業所に渡された資料には単な

るパンフレットの域を超えた内容が盛り込まれ、事業所

への啓蒙、情報提供の機会となったと考えられる。 

A調査、B調査ともに、公的な予算措置がなされ、多

機関、多職種のプロジェクトとして実施されたが、特に、

郵送調査では商工会議所との協働がなされていた。 

(2)比較の前提確認及び比較可能な結果の整理 

図１は両調査において回答が得られた事業所の業

種を確かめた結果である。A調査の分類をB調査に近

づけて再分類したものである。 

 A調査で事業所数が多い業種は「製造業（19％）」で、

「卸・小売業」、「建設業」、「教育・マスコミ、その他の

サービス業」と続いた。B調査では「教育・マスコミ、そ

の他のサービス業」が最も多くを占め（31.1％）」、「建

設業」、「卸・小売業」、「製造業」なり、産業構造の違

いも窺われた。  
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40%

60%
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100%

A調査 B調査

不明

電気・ガス・水道等

不動産業

農林漁業（鉱業）

運輸通信

金融・保険業

教育・マスコミその他サービス業

建設業

卸売り・小売業

製造業

図１ 各調査に回答した事業所の業種  

 

図２は両調査に回答した事業所の規模を示したも

のである。従業員数の各段階の区切りは両調査に若

干の違いがあったが、全体的傾向を確かめるためにあ

えて対比させた。A調査の方が従業員数「11人－30  

人」、「30人－100人」の事業所の割合が高く、B調査

では事業所の55.7％が従業員が「10人以下」であった。

両調査の結果を検討する際の重要な点と考えられた。 

図３は事業所が「障害者を雇用しているか」「過去に

雇用していたか」「雇用した経験がないか」について回 
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図２ 各調査に回答した事業所の規模 
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      図３ 回答した事業所の障害者雇用 
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図４ 雇用中又は過去に雇用された障害者 
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答した結果を示している。 

「障害者を雇用中である」事業所はともに２0％程度、

「過 去に雇 用していた」事 業 所 は10～15％程 度 で、

「雇用した経験がない」事業所は60％あるいは70％と

高い割合であった。 

図４は「雇用されている」と「過去に雇用されていた」

障害者数を障害種類別に集計した結果である。 

 A調査で「知的障害者」が21.4％と高く、B調査では

「身体障害者」の割合が高く現れていた。「精神障害

者」は両 調 査 ともに少なく、それぞれ1.6％、1.2％で

あった。 

図５は障害者雇用を開始した直接の“きっかけ”を

尋ねた多肢選択の設問の中で、両調査から共通して

取り出すことが出来た結果を示したものである。 

 「ハローワークの働きかけ」が最も多く、それぞれ約

30％、22％であった。A調査では「社会的責任として」、

「親類・知人から頼まれて」が続いた。B調査では「親

類・知人から頼まれて」が 「ハローワークの働きかけ」

と同率で、「障害者になり雇用継続」が続いた。 「養

護学校からの紹介」はともに低く、3～5％であった。 
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ハローワーク 親類・知人から頼まれて 障害者となって雇用継続

A調査

B調査

      図５ 障害者を雇用した“きっかけ” 
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雇用開発助成金

人的支援制度

        図６ 障害者雇用に利用した制度  

  障害者雇用のために利用した制度に関して、「特

定求職者雇用開発助成金」、「人的支援制度（ジョブ

コーチ）」が取り上げられており、その結果を示したのが

図６である。B調査では20.5％で「特定求職者雇用開

発助成金」の利用が見られた。 

 図７は障害者雇用後の会社内の変化を尋ねた結果

である。「特に変化なし」がともに50％超で最も多く、

「気配りの気持ちが出てきた」がA調査で30％超、B調

査で15％程度見られていた。 
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       図７ 障害者雇用後の事業所内の変化 

 

図８は「障害者雇用への意思」を尋ねた結果である。 

「雇用の意思はない」が最も多く、A調査で27.6％、B

調査で49.4％であった。 

 さらに、「雇用の意思はない」理由を確かめたのが図

９である。A調査では「仕事が適さない」と 「仕事が少

ない」が多く現れた。B調査では47.7％が「「仕事が適

さない」という回答であった。 
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         図８ 障害者雇用への意思 

－ 330 －



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

仕事が適さない（安全性） 設備や資金の余力がない

A調査

B調査

        図９ 障害者を雇用できない理由 

 

５  考察 

(1)郵送数と回収率 

 A調査、B調査の郵送数と回収率の数字かなり対照

的であった。A調査では送付数を抑えながら、送付し

た事業所に対して記入を依頼する電話をかける等に

力を入れた結果、回収率が上がったものと考えられる。

事業所団体との緊密な体制を組めたことが、それを可

能にしたとも言える。したがって、幅広い関係者のネッ

トワークを以って調査を行うことが重要な意味を持って

くるともいえよう。 

(2)地理的、生態的な条件の把握 

２つの調査に現れた事業所の業種構成はかなり異

なっていた。しかし、それが実際の産業構造を反映し

ているのか、あるいは回答事業所の偏りによる結果な

のかは即断できない。したがって、地域内の産業事情

や事業所の業種の構成などは別の統計資料によって

把握し、そこから、データに歪みがないかの検証を行う

ことが必要ではないだろうか。 

(3)精神障害者の雇用データの収集 

 ２つの郵送調査において、精神障害者の雇用に関

連したデータは数が極端に少なく、残念ながら、事業

所への郵送調査によってデータを得られる可能性は

少ないと言える。そのため、こうしたデータを求めるには

別の調査ルートを考えることも必要であろう。 

(4)多肢または多重選択の設問における選択肢 

２つの調査結果から共通部分を取り上げて処理しよ

うとして懸念を感じたのは、用意された選択肢の微妙

な表現の違いや他の選択肢との関係によって、回答

者は影響を受けてしまうのではないかということで、同

じ選択肢であっても、比較には慎重を要するのではな

いかと感じた。 

(5)支援の具体化を目指す調査 

障害者の雇用促進の方策は地域での就業支援と

重ね合わせられることが必要になる。そうした意味の調

査は単に状態を把握したり、問題を探るような“静的

な”調査研究ではなく、今回、検討の対象としたような、

“支援を具体化する”又は“引き出す”研究こそが望ま

れよう。 

(6)障害者雇用率の達成支援 

２つの調査結果において、 「障害者を雇用する意

思はない」がそれぞれ、27.6％、49.4％であった。そこ

には必要な情報と技術が不足していると考えずにはい

られない。社会連帯の理念に立ち、妥当に設定された

法定雇用率達成のためには、まだまだ、そのような情

報と技術を届けるための実践活動が必要であろう。 

 

６  おわりに 

筆者らは今年度後半に向けて、“地域環境への支

援”を狙いとした調査研究を企画している。 そのタイミ

ングで、先行研究となる２つの調査報告書に出会えた

のは幸いだった。さらに工夫を入れた調査計画を練り、

地域環境の変化（望ましい方向への）を押さえていけ

るような縦断的な視点を含む調査研究を実施したいと

考えている。 
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１）八代地域障害者の雇用環境支援事業検討会・八代地

域振興局：『障害者の雇用環境支援事業報告書』平成
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２）大牟田市社会福祉協議会：『平成17年度障害者就業支

援事業報告書』平成18年２月 
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知的障害養護学校の職場実習の意思疎通に関する研究 

－事業所側と養護学校側の差異－ 
 

○田中 誠（就実大学・就実短期大学 助教授） 

石山 貴章（埼玉純真女子短期大学 専任講師） 

矢野川 祥典・宇川 浩之（高知大学教育学部附属養護学校 教諭） 

前田 和也（作業所あさひのあたる家 主任）  
 

１ はじめに 

 職場実習は、地域の企業や作業所等（以下

「事業所」という。）の協力を得て、学校教育や

家庭教育で身につけてきたことを現実の場で実践

し、職場実習で評価された課題等について、実習

終了後の学校や家庭の教育を一層促すものとして

重要な学習である。特に、学校・家庭と地域社会

の生活では、様々な違いがあることから、卒業後

の社会生活への円滑な移行を図るためには、実際

の職場において様々な経験をとおして学ぶ意義は

大きい。 

 知的障害養護学校の教育課程においては、作業

学習、生活単元学習、日常生活、体育を中心課程

に据え、個々の実態に即応した教育課程の研究と

実践により、総合的な観点に立ち育んでいる。 

 職場実習では、自己の能力や適性などを知り、

また、職場でのきまり、様々の製品の生産や販売

の仕組み、働く態度、社会人としての心構えや働

くことの意義を学ぶなど、生徒の一人ひとりの実

態等に即した目標が立てられ、事業所と協力して

指導が進められる。さらに職場実習は、大きくは

体験的な経験を中心とした実習、適性を発見する

ための実習、卒業後の進路先を考慮した実習の三

つの位置付けを考えることができる。 

 職場実習の期間は、養護学校中学部三年生頃か

ら実施され、期間は三週間程度である。養護学校

高等部では年間一回～二回（但し長期休暇中の追

加実習を含めると、年間七回）、各三週間～四週

間程度位置づけている。特に高等部三年生は将来

の進路を決定していく時期であり、職場実習の回

数も増える。学校は家庭の願いを実現可能にして

いくには絶えず、事業所側とアクセスを図る時期

でもある。学校側の実現可能に向けた事業所側と

の進路決定を行うときの双方の考え方について報

告する。  

 

２ 目的 

本研究については、長年高知県知的障害児教育 

 

において、Ｋ養護学校の職場実習及び就労と卒業

後の進路アフターケアを通じて、知的障害者の就

労を巡り、双方の機関関係者が職場実習の意義と

働くことの維持・継続に関して事業所側と学校側

の意識・考え方の差が一向に埋まらないことが現

状であるため、ここで事業所側と学校側の意向を

整理し、今後の教育活動の糧とする。 

 

３ 方法 

何故埋まらないか、職場実習イコール就労の自

立（維持・継続）について、受け入れ事業所側と

学校側との１０年間に及ぶ話し合いの一部を提供

する。   

 

４ 養護学校における年間職場実習スケジュール 

 

学 年    時 期    期 間 

 中学部３年   １１月    ３週間 

高等部１年   １１月    ３週間 

高等部２年    ５月    ３週間 

        １１月    ３週間 

高等部３年    ５月    ４週間 

         ９月    ４週間 

 

・高等部１・２年については、春休み・夏休み・

冬休み期間に実習受け入れ事業所があれば実施し

ている。 

・高等部３年についても春・夏・冬の長期休み期

間において、就職可能な事業所で実習を実施して

いる。尚、正規の職場実習実施期間内で就職決定

しない場合、就職決定に至るまで職場実習を挙行

する。 

・就職内定後においても、３月中旬から４月にか

けて職業センターと連携して、学校から職場への

スムーズに移行していく雇用前支援事業（職場実

習）を実施している。 
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５ 就労確保に向けての学校側の願い 

１）高等部１・２年生段階 

①職場実習で働く態度、働く心構えを知ること

ができた。 

②保護者は重度のわが子でも企業実習ができた。 

③自分が受け持つ生徒は是が非でも就職させた

い。 

④施設で生涯を終わらせたくない。 

⑤朝は「行ってきます」夕方には「ただいま」

が言える毎日を送らせたい。 

２）高等部3年生の段階 

①学校生活はこの1年しかない（背水の陣の思

い）。最後の学年で決定させたい。 

②在宅就労はさせたくない。 

③過去における職場実習先、また新規開拓をし

て就労につなげたい。 

④就労後も連携がとり易い事業所を願う。 

⑤一人でも多く企業就職させたい。 

⑥早く結果がほしい。 

⑦実習終了後、結果がでれば卒業までに企業で

通用する人間に育てたい。 

 

６ 事業所側の考え方 

①「職場実習が終わりました、お世話になりま

した」では、雇用する側とすれば困る。 

②事業所は知的障害者が一人前に働けると見

ていない。 

③ハンディがあるがために当然であろう。 

④卒業後就職すれば事業所の社員として一人

前に扱う。 

⑤ハンディがあるからを理由にして、給料を

下げるわけにはいかない。 

⑥学校側の１ヶ月～２ヶ月位の職場実習で働

く力が着いたと思うことの考え方に間違いが

ある。 

⑦働くとは人間にとってかけがえのないこと

である。 

⑧俸給を得ることは自分の将来を左右するも

のである。 

⑨生徒の家庭環境はどうなっているか。 

⑩保護者は会社に協力できるか。 

⑪兄弟（姉妹）愛ができているか。 

⑫給料を誰が管理することになるか。本人の

ものになっていくのか、親のものになってい

くのか。 

⑬就職させたければ、職場実習を延長してで

も訓練させる必要がある。 

⑭仕事を覚えた頃、職場実習期間が終了して

しまう。本来は覚えてからが大事な部分であ

る。 

⑮精神力・体力がどこまで続くのか事業所側

として試したいときに、学校側は引き上げて

しまう状況である。 

⑯学校側の就職させたいという願いは強く感

じる。社会で育てようとする願いが感じられ

ない。 

⑰学校側は返事が欲しい、結果が欲しいが先

行している。 

⑱事業所は従業員として、社会人として育て

る義務がある。 

⑲家庭事情を把握する必要がある。保護者は子

どもの予後をどこまで考えているか。 

⑳１～２ヶ月程度の職場実習では、働く態度

は身につかない。   

 

７ 学校側の対応 

①職場実習終了後は学校に一度もどり、学校

の雰囲気を味わわせてあげたい。 

②卒業式まで学校行事に参加させたい。 

③職業センターと話し合って卒業式後に雇用

前支援事業を行いたい。 

 

８ 就労後における事業所側の対応 

 ①毎日、同じ仕事の繰り返しであるから仕事は

覚える。 

②家庭を助けるという意識が育っていない。  

③異性関係をどのように指導すればよいか。 

 ④家庭から手作りの弁当を持たされていない。 

 ⑤60歳まで就労の維持・継続とは限らない。リ

ストラされた卒業生はどのように生活している

か。 

 ⑥親なき後の卒業生はどのように生計維持を

図っているか。 

⑦親なき後は誰が何処で世話をしているか。 

 

９ 考察 

 事業所側と養護学校側の職場実習に関する考え

方について10年来に渡り話し合われたが、実習延

長というものについては平行線である。学校とい

うものは就労確定したい場合は延長を望むが、逆

に事業所側から要望されると結論を出さない。一

人でも多くの生徒を就労させるには、学校側が如

何に取り組むかが期待される。 
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医療･保健機関等の地域支援システム調査の結果からみた 

精神障害者の職業リハビリテーション･ネットワークの状況 
 

○依田隆男（障害者職業総合センター社会的支援部門 研究員） 

清水亜也・青林 唯・春名由一郎・田谷勝夫（障害者職業総合センター社会的支援部門） 

 
１ はじめに 

慢性疾患や容態変化が生じ易い重度の精神疾患の

人たちの支援は、職業準備(Readiness)モデルに基づ

く段階論的な職業リハビリテーションでは限界がある。

治療期間が人生の大半に及ぶような慢性疾患では、

完治を待つより、その時々の病状（＝障害特性）に応じ

た支援を受け、患者が病とつき合いながら地域生活や

職業生活を継続させる方策(Recovery)が模索されて

しかるべきである。実際、このような患者に対する就業

支援が医療機関等で行われている。 

本稿ではこのような医療機関等の実態を、精神障害

に関する調査結果から明らかにし、職業リハビリテー

ションとの連携の課題について考察する。 
 

２ 実態調査の実施 

(1) 目的･方法等 

『地域における雇用と医療等との連携による障害者

の職業生活支援ネットワークの形成に関する総合的研

究』の一環として、精神疾患、難病、高次脳機能障害

等を対象疾患とする全ての医療･保健機関、関連の福

祉機関、患者会、家族会等に対し、就業支援の実態に

関する郵送調査を行った。実施期間は平成17年11月

～平成18 年3 月、回収率は 25.67％だった。 
このうち精神障害者の就業を支援していると回答し

た 852 機関に関する集計結果を報告する。なお、さら

に詳細なデータについては別途報告が行われる。 
 

(2) 調査結果 

852 機関の内訳を表１に示す。最も多い対象疾患は

統合失調症である。 
 

表1 各機関の対象疾患 
就業支援の対象疾患別機関数  

統 
合 
失 
調 
症 
圏 

気 
分 
障 
害 
圏 

神 
経 
症 
圏 

そ 
の 
他 

大学病院･国立病院 23 20 15 18 14 
一 般 病 院 261 244 200 188 150 
診 療 所 70 62 55 59 37 
保健所･保健ｾﾝﾀｰ  294 290 195 184 160 
精神保健福祉ｾﾝﾀｰ 33 31 27 24 22 
地域生活支援ｾﾝﾀｰ 52 50 40 39 32 
授産施設･作業所 119 113 55 42 51

計 852 810 587 554 466

 

8 割近い病院、6 割以上の診療所で、精神障害者の

就業支援が業務として位置付けられている(図１)。 
 

 

精神障害者の就業支援が機関内の業務全体に占め

る割合は、必ずしも大きくはない(図２)。 
 

 

精神障害者の就業支援業務は、日常業務としてマ

ニュアルやガイドライン等が整備されるより、個別的に

試行錯誤によって行われることの方が多い（図３）。 

精神障害者の就業支援業務を最も多く担当する専

図２　業務全体に占める割合
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図１　就業支援業務の位置づけ
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門職は、精神保健福祉士や精神科ソーシャルワーカ

ーである（表２）。ただし保健所･保健センターでは、保

健師によって担われている面が大きい。また、診療所

では医師が、精神保健福祉センターでは作業療法士

や臨床心理士･心理療法士なども、就業支援で重要な

役割を担っていることがうかがえる。 
 

 

表２ 就業支援を担当するスタッフ 
 第１位 第２位 第３位 

大学病院･国立病院 
精神保健福祉士 
精神科 SW 
医療 SW（30％）

社会福祉士 
作業療法士 
看護師 （9%） 

理学療法士 
医師 

（4%）

一 般 病 院 
精神保健福祉士 
精神科 SW(52%)

社 会 福 祉 士 
（10%） 

看護師 
（8%）

診 療 所 
精神保健福祉士 
精神科 SW(40%)

医師 
（20％） 

作業療法士 
（10%）

保健所･保健ｾﾝﾀｰ  
保健師 

（31％） 

精神保健福祉士 
精神科 SW 

(10%) 

管理的･事務的職員  
（6%）

精神保健福祉ｾﾝﾀｰ  
精神保健福祉士 
精神科 SW 

(39%) 

作業療法士 
（24%） 

臨床心理士 
心理療法士 

（21%）

地域生活支援ｾﾝﾀｰ  
精神保健福祉士 
精神科 SW 

(52%) 

社会福祉士 
（10%） 

作 業 療 法 士 
ケアマネージャー

介護福祉士（8%

授産施設･作業所 
精神保健福祉士 
精神科 SW 

(22%) 

その他のスタッフ 
（10％） 

管理的･事務的職員  
（9%）

※ SW･･･> ソーシャルワーカー
 

大学病院･国立病院での就業支援の対象者のうち、

休職中の復職希望者および求職者が占める割合は、

44％と、他機関と比較すると目立って多い（図４）。一般

病院や診療所では11～12％に止まる。 

就業支援では、企業と接触して患者の仕事内容や

労働条件を調整しなければならない場合がある。今回

の調査対象機関においては、これを自組織内のスタ

ッフが行うのか、あるいは他機関へ紹介するのかを

問うた。その結果、大学病院･国立病院の約 6 割、

一般病院の約 4 割、診療所の 5 割以上で、自組織内

のスタッフによる対事業主業務が行われている。他組

織への紹介を含めると、精神障害者の就業支援を実

施する相当数の病院･診療所が、何らかの形で対事業

主業務に関わっていることになる（図５）。 
 

 

ACTを自らの機関で実施、またはACTの協力機関

として関わっているのは、大学病院･国立病院のうち

13％、一般病院のうち10％、診療所のうち4％であ

る（図６）。 
 

 

就業支援業務を行う理由として最も多かったのは

｢患者の生きがいや生活の質の向上のため｣、次いで

図３　就業支援業務の確立
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｢患者の所得保障や向上のため｣であった（図７）。「法

や制度で定められた業務だから」や「自機関･施設の

専門性が就業支援に求められるから」といった回答は

少数派で、法的・専門的な立場より患者の生活の質を

中心に据えるべきとの基本的な姿勢がうかがえた。 

 

 

過去に連携したことのある関係機関で、今後も連携

する見込みである相手機関はどこか、ハローワーク等

の雇用支援サービス機関の選択肢から選ぶ問いでは、

ハローワークが最も多く選ばれた。次いで多かったの

は障害者職業センターであった（図８）。 

今後の就業支援の重要課題として、５項目のうち｢生

活一般を支える基礎的な支援｣｢就業に関する一般的

相談･研修等｣｢就職･復職･仕事の継続に関する相談･

助言｣の３項目が特に重要と認識された（図９）。この結

果は、自組織の役割を前述の３項目に重点化させ、残

りの２項目を職業リハビリテーション等の雇用支援の専

門機関へ機能分化させる等、今後の方向性を示唆す

る結果と言える。 
 

図７　就業支援を行う理由
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図８ 雇用支援サービス機関の活用
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３ 考察 

以上の結果から、医療機関、地域保健機関等が独

自に行っている就業支援は、業務全体に占める割合

は低いものの、その範囲は、生活を支える基礎的な支

援から事業主支援業務まで幅広い上、患者の生活の

質を向上させる取り組みの一環として、試行錯誤の中

で行われている。就業支援に従事している専門職は、

精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー、保健師

等、様々である。 

今後は医療と職業リハビリテーションとの連携を視野

に入れた機能分化が目指される必要がある。ここでは

その論点として３つを挙げる。 
 

(1) 医療分野独自の連携観との調和 

医療機関が患者一人一人の医療ニーズに適切に応

じるには、患者の就業を含む生活ニーズを、一つの医

療機関だけでなく地域全体で受け止める体制作りが必

要である。これに対処する政策課題の一つに地域医

療連携（病診連携）がある†。地域医療連携とは、大学

病院等の拠点病院と、地域の診療所・一般病院等の

｢かかりつけ医｣との分化･連携を図る医療機関間のネ

ットワークであり、医療関係者の間で｢連携｣と言えば普

通はこのことを指す場合も多い。地域医療連携では、

治療開始から家庭復帰までの全体的な治療･看護計画

(地域連携クリティカルパス)を、複数の診療科の医師、

看護師、PT、OT、ST等の院内スタッフ、院外の医師、

介護福祉事業者、そして患者･家族が共有する。日常

生活への復帰に向けた作業を患者と医療･看護･保健･

福祉の専門家が共同して行う EBM(根拠に基づく医

療)指向の取り組みであり、いわば連携の科学化であ

って、平成18年から診療報酬化された。 

地域医療連携では今のところ就業支援に係る連携

は想定されておらず、連携の道筋はこれからの課題で

ある。職業リハビリテーションにおける EBP(根拠に基

づく実践)との調和を図り、双方にとって納得のいく連

携のあり方を模索する必要がある。 

今後の医療機関は、診療報酬制度、障害者自立支

援法の障害福祉サービスや自立支援医療制度、介護

保険制度の活用だけではなく、精神障害者の就業支

援では職業リハビリテーションとの連携が検討され

てしかるべきであろう。すなわち、精神障害者の就

業支援を医療や障害者保健福祉の一環として捉える

のではなく、職業リハビリテーション機関との共同

プロジェクト事業として捉える視点である。 
 

(2) 精神科医療や社会の変化 

就業に貢献する近年の精神科医療等の変化は、職

業リハビリテーション関係者に必ずしも十分に認識

されていない。これには主に三つの側面がある。 
第一の側面は、疾患構造の捉え方の変化による診

断技術の向上である。脳波診断･画像診断技術の向上

や神経心理学の発展により、統合失調症の認知障害

と、従来から指摘されてきた陽性症状や陰性症状と

の関係が構造的に説明されるようになった。また

ICFによって、生活機能の視点から治療や支援のあ

り方を検討できるようになった。 
第二の側面は、治療技術の向上である。①従来型

のような副作用が少ない新世代の抗精神病薬が登場

し、②従来の精神療法に加え、心理教育や家族教室

などの有効性が確認され、③急性期から安定期へ至

る各時期にそれぞれ最も適した治療方法をバランス

よく組み合わせる新たな精神科リハビリテーション

の治療ガイドラインが登場した。また、④働くこと

が治療にもなり得るという主張が生まれた‡。 
第三の側面は、患者への病名告知である。このこ

とは事業主への病名告知にも深く関わっている。病

名告知は医師が患者から治療への協力を得るための

大前提である。平成17年11月の法改正で精神分裂

病の呼称が統合失調症に改められたが、これにより

臨床現場でどこまで告知率が上がるかが、学会関係

者の間で注目されている。うつ病に関しても、製薬

会社のPR 戦略、回復過程を詳細に記した患者によ

る手記の出版、有名タレントによる病歴の開示、

NHK テレビにおける一般の健康情報と何ら区別の

無い疾患情報の紹介等が相次いだ。これらは結果と

して精神科への早期受診や病名告知の土壌を育んだ。 
 

(3) 連携ツールや支援の方法論の共有 

医療と職業リハビリテーションとの連携では、患

者の病状の好悪について職業リハビリテーションの

スタッフが適切な見立てを行えるだけのツールの開

発や、その活用のための系統的かつ短期的なトレー

ニングが必要と思われる。 
また、既に職業リハビリテーションには援助付雇

用の方法論“Place-Train model”があり、善し悪し

は別として十分な訓練を前提とする段階論的な職業

準備モデルと共存している。今後は”Recovery”の考

え方(本稿冒頭)がより多くの職業リハビリテーショ

ン関係者に受け入れられて行くことが望ましい。 
                                                  
† 厚生労働省｢医療計画の見直し等に関する検討会｣ (2005) 
平成18年の医療制度改革を念頭においた医療計画制度の見

直しの方向性(中間まとめ) 
‡ 小嶋 他 (2005) ACT-Jにおける就労支援活動の取り組み 

職リハネットワーク№57, pp.24-26 
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障害者雇用率の向上施策の視点 

 
小田倉  秀二（障害者職業総合センター社会的支援部門  研究協力員） 

 
１  はじめに 

2005 年の民間企業の平均障害者雇用率は 1.49％と

前年に比べ 0.1％上昇した。また、一般の解雇率と障害

者の解雇率１）を比較しても（図 1）、ここ 7 年間の障害

者の雇用率は一般の解雇率を下回っており、企業は障

害者を極力解雇しないという姿勢を持ち合わせている

ともいえる。しかし、’06 年 3 月時点における一般労働

者の失業者に相当すると考える有効求職者の比率２）を

みると 30％を超えており、ノーマライゼーションが強

く主張されている今日問題があるといわねばならない。 
本発表は、このような雇用状況の改善を図るべく、

現行の法定雇用率制度を前提に、公平性、継続性、競

争性の視点から、民間企業における障害者雇用率の向

上施策を提言するものである。 
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図 1 解雇率の推移（％） 

注１：解雇率を次のように定義した。 
一般解雇率＝雇用保険者の資格喪失者のうち「事業主都合による

離職」の者／年度平均雇用保険被保険者数×100 
障害解雇率＝障害者解雇者届出数／民間企業の障害者雇用者数 

×100 
資料：『平成 16 年度雇用保険事業年報』厚生労働省、各年度の『障

害者雇用ガイドブック』、障害者解雇者数は厚生労働省より聴

取。 
 
２  障害者雇用の実態 

（1）障害者雇用率の推移 
障害者雇用率を企業規模別に見ると、300 人以上の

企業では増加傾向にあるが、299 人以下の規模の企業

は’92 年より大きく雇用率を下げ、特に 99 人以下の企

業の低下が著しい（図 2,3）。これを一社当たりの常用

労働者数と障害者雇用数の推移でみると（表 1）、300

人以上の規模の企業の常用労働者数は、'92 年を 100
とすると'04 年には 93％台に減少しているが、障害者

の雇用数は 108.7％と逆に増加している。300 人以上の

企業は明らかに雇用を増加させてきたといえよう。一

方 299 人以下の企業では常用労働者の減少以上に障害

者が減少している。 
障害者雇用率の未達成企業の割合の変化（図 4）を

見ると、299 人以下では、雇用率の低下とともに、雇

用率未達成企業の割合が増加してきている。また 300
人以上の企業では、'03 年に雇用率未達成企業割合の下

げ止まりが見られる。これらは障害者を雇用する企業

と雇用をしない企業との二分化の拡大、固定化と推測

される。更に同規模間での未達成企業の存在は、不公

平感が雇用の抑制作用を生むと考えられる。 
（2）雇用率の変化と格差の原因 
 障害者雇用率全体は'99 年から’04 年までは減少傾向

にあるが、その原因としてまず考えられるのが景気の

影響である。そこで景気の影響を失業率でとらえ、実

雇用率との関係をみた。企業規模計および 300 人以上

の企業では正の相関関係にあり、景気の影響は見出せ

ない（図 2）。しかし、これを企業規模 56～99 人、100
～299 人規模の実雇用率を見ると図 3 のとおり相関係

数はそれぞれ-0.94、-0.88 となり、失業率が上がると

実雇用率は低下するという負の相関関係があることが

わかった。 
イ 300 人以上の企業の雇用率の変化要因の推定 
 300 人以上の企業の雇用率は一貫して上昇している。

その理由として、（ｲ）行政による指導及び企業名公表、

オンブズマン等による情報開示の効果、（ﾛ）特例子会

社の活用拡大、（ﾊ）CSR 等企業の自覚による雇用の増

加、などが考えられる。以下（ｲ）（ﾛ）について検討す

る。 
(ｲ) 行政による企業名公表、オンブズマン等による情報

開示の効果について 
行政による企業名の公表は、’03 年 6 月に行われた。

また、情報公開法が'01 年 4 月に施行され、東京の

DPI日本会議は同年11月に約9,000の企業について

「雇用率未達成企業一覧」等の開示請求を行った。

企業から行政不服審査法による申立等もあったが、
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'03 年 9 月に「雇用率未達成企業一覧」等が開示され

た３）。これらの影響を雇用率の変化で見ると、図に

は載せていないが 1,000人以上の規模の企業では’03
年から’04 年に 0.2％の増加が見られる。しかし、’02
年から’03 年にも 0.2％の増加があり、’04 年の増加

が行政の企業名公表の効果か、DPI 日本会議等の開

示の効果かは特定できない。300 人以上 999 人以下

の企業は’03 年から’04 年にかけて雇用率を下げてお

り、結果として企業規模計の雇用率には影響しなか

ったともいえる。 
（ﾛ）特例子会社について 
  300 人以上の企業では、'02 年から'04 年にかけて

雇用率が 0.02 ポイント増加している。これは大手企

業を中心に特例子会社の設立が増加した影響と考え

られる。特例子会社は’05 年度までに 174 社設立さ

れており、うち 1,000 人以上の企業が設立した数は

153 社、300 人以上の企業は 11 社となっている。’02
年から’05 年にかけて 55 社増加しているが、そのう

ち 1,000 人以上の企業の設立は 51 社、300 人以上の

企業の設立は 5 社に上る。特例子会社の設立は 1,000
人以上の企業の雇用率に大きく貢献していると考え

られるが、実数が不明なため影響度の詳細は検討し

ていない。 
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図 2 障害者実雇用率と失業率（企業規模計、300 人以上）   図 3 障害者実雇用率と失業率（56～99 人、100～299 人） 
注：図 2,3 とも左軸は失業率（％）、右軸は実雇用率（％）。 
資料：実雇用率＝各年度の『障害者雇用ガイドブック』、失業率＝「労働力調査」総務省。 

表１ 一社当たり常用労働者と障害者雇用数の推移(%)    

常用労働者数 障害者雇用数 
   56～

99 
100～
299 

300～
56～
99 

100～
299 

300～

'92 100 100 100 100  100 100.0 

'93 100 100 99.6 98.2  98.1 103.4 

'94 98.7 99.3 98.2 94.8  95.4 104.6 

'95 98.7 99.3 97.4 90.3  93.1 106.1 

'96 98.7 98.7 95.5 88.2  91.7 104.7 

'97 98.7 98.7 94.1 86.5  90.3 103.7 

'98 98.7 98 93.3 83.2  88.6 103.8 

'99 93.7 96.7 92.8 72.8  84.6 105.4 

'00 93.7 96.7 91.6 69.9  83.8 105.3 

'01 92.4 96.7 90.7 68.5  80.9 105.0 

'02 92.4 96.7 90.3 63.5  78.1 104.1 

'03 92.4 97.4 90.3 61.4  77 105.5 

'04 93.7 100 93.3 61.1  76.5 108.7 
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        図 4 雇用率未達成企業割合の推移（％） 

資料：各年度の『障害者雇用ガイドブック』 

注１：56～99 人規模の数値は、‘99 までは 63～99 人規模となっている。 
 ２：数値は’92 年を 100 とした場合の指数。 
資料：各年度の『障害者雇用ガイドブック』より算出。 
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表 2 規模別事業所開業率・事業所廃業率（％） 

 事業所開業率 事業所廃業率 
 0～49 50～299 300～ 規模計 0～49 50～299 300～ 規模計 

‘96～’99 4.1 3.9 2.9 4.1 6.0 3.7 2.7 5.9 
‘99～’01 3.8 3.7 3.1 3.8 4.4 -1.9 -1.4 4.2 
‘01～’04 4.2 4.1 4.1 4.2 6.5 4.4 3.9 6.4 

資料：「事業所企業統計」（総務省）を使用し、中小企業白書の開業率・廃業率計算と同式により算出。 
計算例                開業率 4.2%＝年平均開業事業所数 259,136÷’01 期首事業所数 6,118,721 

（’01～’04 年規模計）               年平均開業事業所数 259,136≒調査期間中の新設（開設）事業所数 691,029÷調査期間（月数）32×12 
            廃業率 6.4％＝年平均廃業事業所数 392,019÷’01 期首事業所数 6,118,721 
                  年平均廃業事業所数 392,019≒調査期間中の廃業事業所数 1,045383÷調査期間（月数）32×12 

ロ 299 人以下の企業の雇用率の変化要因の推定 
次に 299 人以下の企業について、雇用率の低下と雇

用率未達成企業の割合の増加について検討する。 
 雇用率低下の理由として、（ｲ）不況による労働力の

削減、廃業、（ﾛ）納付金制度、（ﾊ）障害者を雇用しな

い新規開業事業場の増加、（ﾆ）障害者の大企業への労

働移動、などが考えられる。以下（ｲ）（ﾛ）について検

討する。 
 (ｲ) 不況による労働力の削減、廃業について 

景気の影響については、前述したとおりであるが、

企業の開業と廃業との関係を詳細に見るために、

「2006 年中小企業白書」にある開業率・廃業率の計

算を規模別に分解し、白書と同じ方法で計算した。

結果は表２のとおりであるが、事業所規模が小さい

ほど開業率も廃業率も高く、0～49 人の事業所では

過去 10 年間廃業率の方が高いことが目立つ。 
（ﾛ）納付金制度について 
  雇用率の低下、雇用率未達成企業割合の増加につ

いては、納付金制度との関連が考えられよう。納付

金制度に関連し、「大企業の障害者雇用に対する基本

姿勢は法規制をかわす努力でしかあり得ない」とす

る主張があるが４）、299 人以下の企業が雇用率を減

少させた行動は、「納付金に関係しないから障害者の

解雇を躊躇しない」とする態度といえないこともな

いだろう。 
 
３  障害者雇用に関する使用者の意識 

障害者雇用は、使用者の意識が大きく作用する。図

5 の’72,’96,’03 年のアンケート結果から「会社内に適当

な仕事があるか（’72 年の項目で『障害者に向く仕事が

ない』）」を見ると、’96 年には、このような理由はさす

がに減少しているが、まだ 20％強が同じ意識であり、

かつ、この 5 年間では大きな変化がないことが読み取

れる。 
障害者雇用率の公開が株価へ及ぼす影響を分析した

長江によると５）、公開によって法定雇用率『達成』企

業の株式市場収益率は下がり、『未達成』企業は上がる

という形で有意な差が検出され、『事業所名の公表』は

罰則措置としての効果を持たず、法定雇用率を達成し

ていないことが新たな情報となって株価を上昇させる

ために、かえって障害者雇用の促進を抑制する可能性

があることを示しているという。雇用率未達成の企業

の割合に下げ止まりや増加が見られ、また経営者の意

識がほとんど変化がしていないことから考え、残念な

がら頷けるものがある。 
                                           

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

労働意欲・作業態度に不安（障害者は低能力、低能率である）

社内における障害についての理解・知識が得られるか

採用時に適正、能力を十分把握できるか

会社内に適当な仕事があるか（障害者に向く仕事がない）

通勤上の配慮が必要か（通勤ができない）

設備・施設の改善をどうしたらよいか

職場の安全面の配慮が適切にできるか（危険が多い）

雇用継続困難な場合の受け皿があるか

（採用基準に達しない）

（一般の応募者で充足ずみ）

（応募者がいない）

その他

'03

'98

'72

 

図 5 身体障害者雇用に当たっての課題アンケート調査比較（％） 
注１：各年度で質問内容が異なる。質問内容中（ ）内は‘72 年度の質問内容。’72 年度は非雇用事業主の回答。 

２：各年度とも複数回答（’72 年度は回答数不明、’98 年度は 3 つまで、’03 年度は 4 つまで）であるが、’72 年に合わせて Total が 100 とな

るように再計算した。図はアンケートの回答数の多い項目を抜き出してある。 
資料：『「心身障害者の職業に対する雇用主等の態度に関する研究」関連資料集』1974 職業研究所、『平成 10 年度、平成 15 年度障害者雇用実態

調査』厚生労働省。 
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４  雇用率向上のための提案  

障害者の雇用率に関して’99 年からの低下傾向とそ

の原因、不公平感等について考察してきた。不公平感

の存在は、企業競争の公平な社会的基盤が欠如してい

るということになろう。以下、今後の障害者雇用率向

上のための具体案を提示してまとめとしたい。 
イ 未成企業の指導強化を推進する。 

企業は行政官庁との良好な関係を保ちたいと望ん

でおり、雇用率の向上には行政からの指導が一番効

果があると考える。本年度に雇用率未達成企業の指

導基準が変更され、その基準による指導によって雇

用率の向上が期待されるが、その結果、どの程度不

公平感を無くすことができるかということも検討す

る必要があろう。低雇用率のフリー・ライダー的な

企業を指導し、全ての企業を公平な条件で企業競争

のスタートラインに立たせることは行政の役目であ

ると考えるからである。公平な競争条件が確保され

たとき、株式市場の反応も変わってくるのではない

か。 
また、中小企業は、労働条件等については一般的

に大企業に追随する傾向が強い。大企業の雇用率未

達成企業の改善は特に検討されるべきであろう。 
ロ 法定雇用率を達成した企業の認定制度を設ける。 

企業に継続的な雇用を維持させる方法の一つとし

て認定制度が効果的であろう。現在「ファミリー・

フレンドリー企業」の表彰制度があり、’99 年度から

これまで大臣賞・局長賞を合わせて 304 社が表彰さ

れている。川口・長江の分析ではファミリー・フレ

ンドリー施策は、投資家にも学生にもおおむね好意

的に評価されているという６）。また本年 4 月に次世

代育成支援対策推進法が施行され、届出企業全体の

21％が認定を希望している７）。認定を受けた企業に

は「認定マーク」の使用が認められ、広告、商品、

求人広告に使用できる。 
同様の制度は、障害者雇用についても考えられよ

う。障害者に優しい企業を認定し、認定マークを使

用できる制度の実施である。認定された企業は社会

的な信用が高まり、その企業の雇用率は継続してい

くことになる。 
ハ マネジメントシステムの研究を。 

目標に向かって、継続して努力を重ねていく制度

に環境 ISO 等のマネジメントシステムがある。マネ

ジメントシステムは認証機関からの認証を受け、そ

の後PDCAを繰り返し、サーベランスを受けながら、

目標に向かってスパイラル・アップしていくところ

に優れた点がある。環境 ISO を取得した事業所は

2006 年 6 月現在全国で 20,780 に上っている。環境

マネジメントシステムは強制されるものではなく、

その効果は、企業イメージの向上、省資源・省エネ

ルギー、環境リスクの事前回避、ライバル企業との

競争への対応など決して直接的なものではない。環

境 ISO の目的は何か、企業がその認証取得を目指す

理由は何かということを参考にし、障害者雇用につ

いても同様のシステムの研究を進めていく必要があ

るのではないかと考える。 
ニ 今後の課題 

本研究では採用後の障害者の問題にまでは踏み込

めなかった。例えば現在労働災害・疾病により 6 級

以上の新規の年金受給者となる者は、年間 1,800 人

前後いる。このうちどのくらいの者が雇用率に算入

されているかはわからないが、相当数存在するもの

と考えられる。企業の多くは自社で発生した労働災

害等の障害者の雇用保障は真剣に考えている。しか

し、労働災害等のすべてが労働契約上の安全配慮義

務違反であるとはいえないとしても、自社で発生し

た労働災害等で障害者となった者を多く抱えること

によって社会貢献を果たしたといいうるのかという

疑問もある。自社で発生した労働災害等による障害

者を除いた雇用率の指標が検討されてもよいのでは

ないかと考える。今後の検討課題としたい。 
 
1）障害者解雇率の正式な統計はないが、図 1注のとおり、職業安定

所の障害者解雇届出数を民間企業の障害者雇用で除して算出した。 

2）一般の失業率との比較を行うために、障害者の失業率と考えられ

る次式を用いた。障害者の失業率（34.3％）＝有効求職者（153,984）

／（有効求職者（同左）+就業中の者（295,819））。ちなみに’05

年 3 月の一般の完全失業率（＝完全失業者／{労働力人口（就業者

+完全失業者）}は 4.8％である。 

3）大阪でも株主オンブズマンから開示請求があり、同様の経過後、

雇用率達成企業も含めて 1000 人以上の企業の雇用率が開示され

ている。 

4）青山英男「企業の障害者雇用をめぐる経営・行政及び雇用理念の

展開と課題」1993.6.リハ研究 76 号 12 頁。 

5）長江亮「障害者雇用と市場評価」2005.2,3.日本労働研究雑誌 536

号 92 頁。 

6）川口章・長江亮「企業表彰が株価・人気ランキングに与える影響」 

2005.5.日本労働研究雑誌 538 号 43 頁。 

7）平成 17年 12月末の届出は 301人以上の企業の 12,183社（97.0％）

となっており、うち認定申請を予定する企業は 20.0％の 2,441 社、

努力義務である 300 人以下の企業の届出は 1,422 社あり、うち認

定申請を予定する企業は 28.7％の 408 社となっている。 
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高次脳機能障害者に対する医療・保健・福祉機関の 
就業支援の取り組みの実態 

○清水亜也（障害者職業総合センター社会的支援部門  研究協力員） 

依田隆男・春名由一郎・青林唯・田谷勝夫（障害者職業総合センター社会的支援部門） 
  

１ 目的 

近年、高次脳機能障害者に対する支援ニーズは

増加しており、平成13～17年度に実施された『高

次脳機能障害支援モデル事業』や、平成18年度か

ら施行された障害者自立支援法の都道府県地域生

活支援事業（第78条）に盛り込まれている『高次

脳機能障害者支援普及事業』に見られるように、

社会復帰・生活等に対する支援の体制が、地域の

関係機関の連携の下に具体的に確立されつつある。 

一方、高次脳機能障害者の就業支援のニーズは

増加し続けているものの、その具体的な支援体制

や地域の関係機関の連携の実態は明確でない。 

本研究では、平成17年度に実施した「継続して

医療的ケアを必要とする人の就業を支える地域支

援システムの課題に関する調査」のデータから高

次脳機能障害者を対象とした回答について分析を

行い、関係機関の就業支援への取り組みと他機関

との連携の実態を明らかにすることを目的とした。 

 

２ 方法 

精神障害、高次脳機能障害、難病患者等を支援

対象とする全国の医療・保健・福祉・各種団体

9070箇所を対象に調査票を郵送した。調査票の送

付は平成17年11月、回収は平成18年1月末（一部

遅れたものの最終回収は3月末）までとした。 

調査票の送付数9070通に対し、回収された調査

票が2328通であり、本調査の回収率は25.67％と

なった。調査対象とした施設・機関の内訳及び詳

細な回収状況は表1に示す。 

本稿における分析・考察の対象は、回収された

調査票のうち、高次脳機能障害者に対して、就業

支援、生活支援、医療的支援のいずれかを実施し

ていると回答した1007件（医療機関644件、保

健・福祉機関378件、団体・その他85件）を対象

としたものとした。 

調査票は、「貴機関・施設・部署について」、

「就業支援への取り組み状況」、「就業支援の具

体的内容」、「就業支援の地域ネットワーク」、

「就業支援に関する意識や動向」、「データベー

スへの登録同意確認」の6項目から構成し、設問

は計17問とした（表2）。 

 

３ 結果 

調査対象の各機関が行っている中心的な支援に

関して、「就業支援」を中心とした機関よりも、

「生活支援・医療的支援」を中心としたものが多

くなっていた（表3）。以降の結果の分析にあた

回答 送付 回収率
家族会＆患者会 409 2215 18.47%

病院＆診療所 654 2907 22.50%
保健所等 265 703 37.70%

精神保健福祉センター 44 63 69.84%
産業保健推進センター 12 47 25.53%
地域産業保健センター 45 346 13.01%

計 1429 6281 22.75%
家族会＆患者会 17 47 36.17%

病院 423 1343 31.50%
計 440 1390 31.65%

家族会＆患者会 85 304 27.96%
病院 17 74 22.97%

難病連絡協議会 22 41 53.66%
難病相談支援センター 20 39 51.28%

保健所等 272 703 38.69%
計 416 1161 35.83%

社会福祉協議会 12 58 20.69%
職親の会 1 13 7.69%

手をつなぐ育成会 9 57 15.79%
てんかん協会 14 47 29.79%

身体障害者福祉協会 7 63 11.11%
計 43 238 18.07%

2328 9070 25.67%合計

精神障害関連

高次脳機能
障害関連

難病関連

その他団体

表1 調査票送付機関の詳細と回収率 

Ⅰ. 貴機関・施設・部署について
問1 貴機関・施設の名称
問2 回答者の部署・専門職の名称
問3 貴機関・施設の名称施設の分類

Ⅱ. 就業支援への取り組み状況
問4 就業支援/生活支援の対象疾患・障害
問5 就業支援業務の位置づけ
問6 就業支援対象者の就業状況
問7 職員構成と就業支援の担当

Ⅲ. 就業支援の具体的内容
問8 対応可能な就業支援の内容
問9 就業支援内容の今後の重要度
問10 就業支援を行う理由

Ⅳ. 就業支援の地域ネットワーク
問11 地域ネットワークでの機能・位置づけ
問12 各種雇用支援制度の内容の把握状況
問13 雇用支援サービスの活用状況
問14 雇用支援機関との連携の必要性

Ⅴ. 就業支援に関する意識や動向
問15 患者の就業可能性の判断基準
問16 患者の就業に関する見解

Ⅵ. データベースへの登録同意確認
問17 データベース登録の同意確認

表2 調査票設問の詳細 
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り、この各機関の就業支援への取り組みのレベル

によって、「就業支援実施機関」と「生活支援・

医療的支援実施機関」を区別することとした。 

 

(1)就業支援の位置づけ 

保健・福祉機関では「公式な業務として明文化

されている」「生活支援の一環として位置づけて

いる」の回答が多く、「例外的、個別的に実施す

ることはある」「全く行っていない」の回答が少

なかった。その一方で、医療機関では「公式な業

務として・・・」の回答が少なく、「例外的、個

別的に・・・」「全く行っていない」の回答が多

く、就業支援の体制が十分に整っていない現状が

窺えた（図1）。 

 

(2)就業支援の具体的内容 

就業支援のレベルに拘らず、今回の調査回答機

関においては、就業支援の具体的な内容としては、

「就職、復職、仕事の継続に関する相談・助言」、

「生活一般（就業を含む）を支える基礎的な支

援」、「就業に関する一般的相談研修」の項目に

対して、「自組織内で実施」しているという回答

が多く見られた。一方、「企業と接触しての就業

支援の提供」、「仕事の個別的あっせん・紹介」

に対しては、「自組織内で実施」の回答は少な

かった。「仕事の個別的あっせん・紹介」に関し

ては、他の項目に比して「他機関に紹介」とする

回答が多く見られた。また、就業支援実施機関に

おいては、生活支援・医療的支援実施機関に比べ、

全ての支援内容について「自組織内で実施」の回

答が多かった（図2）。 

 

(3)就業支援の重要度 

就業支援の具体的内容についての重要度の認識

については、「生活一般（就業を含む）を支える

基礎的な支援」「就職、復職、仕事の継続に関す

る相談・助言」「就業に関する一般的相談・研修

等」の項目に対して「重要」と回答する傾向が高

く、「企業と接触しての就業支援の提供」「仕事

の個別的あっせん・紹介」に関しては低くなって

いた。また、全ての就業支援内容について就業支

援実施機関では、生活支援・医療的支援実施機関

に比べ、「重要」と回答する傾向が高かった（図

3）。 

 

(4)就業支援実施の理由 

就業支援を実施する理由としては、「利用者の

生きがいやQOL向上のため」「利用者の所得の保

図2 支援レベル別の就業支援の具体的対応状況 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職、復職、仕事の継続に関する相談・助言

生活一般（就業を含む）を支える基礎的な支援

就業に関する一般的相談研修

企業と接触しての就業支援の提供

仕事の個別的あっせん・紹介

就職、復職、仕事の継続に関する相談・助言

生活一般（就業を含む）を支える基礎的な支援

就業に関する一般的相談研修

企業と接触しての就業支援の提供

仕事の個別的あっせん・紹介

就
業

支
援

生
活

支
援

・
医

療
的

支
援

自組織内で実施 他機関に紹介 対応準備中

対応予定なし 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

生活一般（就業を含む）を支える基礎的な支援

就職、復職、仕事の継続に関する相談・助言

就業に関する一般的相談・研修等

企業と接触しての就業支援の提供

仕事の個別的あっせん・紹介

生活一般（就業を含む）を支える基礎的な支援

就職、復職、仕事の継続に関する相談・助言

就業に関する一般的相談・研修等

企業と接触しての就業支援の提供

仕事の個別的あっせん・紹介

就
業

支
援

生
活

支
援

・

医
療

的
支

援

重要 重要でない 無回答

図3 支援レベル別の就業支援の重要度 

図1 機関・施設別の就業支援の位置づけ 

62

112

19

179

131

18

201

73

20

185

34

12

11

23

9

6

5

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医療

保健・福祉

団体・その他

公式業務として明文化 生活支援の一環として 例外的に実施

全く行っていない その他 無回答

表3 調査対象の支援への取り組みのレベルによる分類 

※重複回答あり 

※調査票問3.「機関・施設分類」、問4.「就業支援

/生活支援の実施状況」の回答より分類 

就業支援
生活支援・
医療的支援 合計

158 486 644
24.5% 75.5%

72 306 378
19.0% 81.0%

35 50 85
41.2% 58.8%

合計 265 842 1107

医療

保健・福祉

団体・その他
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障や向上のため」が比較的多く、逆に「就業支援

の専門機関が機能していないから」「法や制度で

決められた業務だから」は少ない。また、就業支

援実施機関では、生活支援・医療的支援実施機関

と比較すると、どの理由も挙げられる割合が高い

が、特に利用者の所得保障や自組織の専門性を挙

げるものが多い（図4）。 

 

(5)制度・サービスの認知度 

今回の調査回答機関の労働関係の制度やサービ

スの認知については、「雇用率制度」「職業リハ

ビリテーション」「ジョブコーチ」「職場適応訓

練」「障害者試行雇用事業」に関しては、約40～

60％が「知っている」と回答したのに対し、「就

労支援機器の貸し出し」に関しては「知ってい

る」の回答は10％程度であった。また、「知らな

い」とした場合であっても全ての項目で「詳しく

知りたい」とする傾向が高いことも明らかとなっ

た（図5）。 

 

(6)雇用支援サービス機関の活用状況 

雇用支援の専門機関の活用状況については、

「ハローワーク」「障害者職業センター」の活用

度は比較的高いが、「障害者就業・生活支援セン

ター」「障害者雇用支援センター」に関しては認

知度が低くはないものの活用度はあまり高くな

かった。また、「民間の就職支援、人材セン

ター」「就職サポートセンター」「商工会議所等

の相談」は、認知度、活用度ともに低かった（図

6）。 

 

４ 考察 

 高次脳機能障害者に対して医療・保健・福祉関

係機関での社会復帰・生活支援の体制が整備され

つつある中で、本研究の結果は、これらの機関で

の就業支援への取り組みは公式業務として明文化

されている場合は多くはないものの、関係者の就

業支援に向けての意識は十分に高く、就業支援専

門機関との連携状況についても、今後、ジョブ

コーチ支援等の職場適応を重視した支援における

地域連携の発展の余地を示唆するものである。 

 

(1) 医療・保健・福祉機関における就業支援への取り

組み 

今回回答した医療・保健・福祉機関において明

文化された業務として就業支援を実施していると

する機関は全体の17.4％と少なく、生活支援の一

環として位置づけている場合を含めても47.5％に

止まる。医療機関ではさらに少なく各々9.6％、

36.4％であった。医療機関を対象とした高次脳機

能障害全国実態調査1)の結果においても、「職業

復帰のための訓練・支援」に対して「力を入れて

行っている」と回答したのは25.1％となっており、

医療機関において就業支援に取り組む割合がまだ

低いことは、両調査において一致して見られる傾

向となっている。 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用者の生きがいやQOL向上のため

利用者の所得の保障や向上のため

自機関の専門性が求められるから

就業支援の専門機関が機能していないから

法や制度で決められた業務だから

利用者の生きがいやQOL向上のため

利用者の所得の保障や向上のため

自機関の専門性が求められるから

就業支援の専門機関が機能していないから

法や制度で決められた業務だから

就
業

支
援

生
活

支
援

・

医
療

的
支

援

はい どちらでもない いいえ 無回答

図4 支援レベル別の就業支援を実施する理由 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ハローワーク

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

障害者雇用支援センター

民間の就職支援、人材センター

就職サポートセンター、キャリアセンター

商工会議所等の相談

ハローワーク

障害者職業センター

障害者就業・生活支援センター

障害者雇用支援センター

民間の就職支援、人材センター

就職サポートセンター、キャリアセンター

商工会議所等の相談
就

業
支

援
生

活
支

援
・

医
療

的
支

援

今後活用
を継続

今後活用
しない

あることは
知っていた

あることを
知らなかった

無回答

図6 支援レベル別の雇用支援サービス機関活用状況 

図5 支援レベル別の制度・サービスの認知度 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

雇用率制度

職業リハビリテーション

ジョブコーチ

職場適応訓練

障害者試行雇用事業

就労支援機器貸し出し

雇用率制度

職業リハビリテーション

ジョブコーチ

職場適応訓練

障害者試行雇用事業

就労支援機器貸し出し

就
業

支
援

生
活

支
援

・

医
療

的
支

援

知っている 知らない
（詳しく知りたい）

知らない
（特に知りたくない）

無回答
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(2)「就業支援」の具体的内容 

就業支援の具体的内容については、「就職、復

職、仕事の継続に関する相談・助言」や「生活一

般を支える基礎的な支援」が中心であり、ジョブ

コーチ等が関わる就職前後の職場適応支援への関

与などの直接的な就業支援まで結びついていない。

生活支援の延長にあるような支援や、障害を持つ

本人や関係者を対象とした相談や助言に関しては、

業務外であっても何らかの対応は可能であるが、

企業を交えた支援の提供や仕事のあっせん等の支

援に関しては、就業支援実施機関であっても対応

は少ないことが明らかとなった。 

この結果を裏付けるように、就業支援の重要度

についての意識に対する回答としても、生活支援

や相談・助言といった内容の支援の重要度は高い

が、企業を交えた支援の提供や仕事のあっせんの

ような支援の重要性は低く、本来の業務外である

といった意識がうかがえる。 

しかしながら、その反面、支援のレベルに関わ

らず、各機関の就業支援に対する意識には高いも

のがあり、生活支援の一環としてあるいは相談や

助言といった自組織内で対応可能な支援に関して

は、業務の範囲外であっても対応可能あるいは対

応しているという実態も明らかとなった。就業支

援を行う大前提として、利用者すなわち障害を持

つ本人にとって有益なことであれば、業務である

かどうかを問わず実施しようという意識も高かっ

た。 

 

(3)就業支援制度やサービスとの連携状況 

 労働関係の制度やサービスの認知状況について

考察すると、「雇用率制度」に並んで「職業リハ

ビリテーション」や「ジョブコーチ」「職場適応

訓練」などの、今後の高次脳機能障害者への就業

支援において重要と思われる支援が60％程度の認

知があり、知らない場合も詳しく知りたいとの意

向があることが明らかとなった。医療機関におい

て他の機関よりも認知度が低い傾向が見られたた

め、医療・保健・福祉機関、特に、医療機関に対

して、高次脳機能障害者の職場適応を支える新た

な就業支援サービスに関する情報普及が課題であ

ることが示唆された。 

「ハローワーク」や「障害者職業センター」の

活用度が高いことから、他機関との連携による支

援も現時点である程度は実現されていることが示

唆された。しかし、障害者就業・生活支援セン

ターや障害者雇用支援センターについて認知され

ているものの、その利用される割合は少ない。 

 また、認知度、活用度ともに低い機関・制度な

ど、地域の社会資源が十分に周知されていない現

状、あるいは活用を妨げる要因（地理的な要因

等）が存在する現状が窺えた。 

しかしながら、就業支援に関する制度・サービ

スや雇用支援機関についての情報に対するニーズ

には高いものがあるので、今後、啓発・周知をす

すめていくことが課題である。 

 

５ 引用文献 

1)高次脳機能障害全国実態調査委員会：高次脳機

能障害全国実態調査報告、「高次脳機能研究 

第26巻第2号」、pp.89-98（2006） 
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医療・福祉機関における就業支援の実施状況と意識の現状と展望 

 

○青林 唯 (障害者職業総合センター社会的支援部門  研究協力員) 

依田隆男・春名由一郎・清水亜也・田谷勝夫（障害者職業総合センター社会的支援部門） 
  

１  目的 

伝統的な就業支援の形態とは、まず医療機関な

どにおいて医療的ケアや生活支援が行われ、ある

程度の自立生活やコミュニケーションが可能とな

り、その後就業支援機関などで職業準備性が評

価・訓練され、一定の職業準備性が確認された後

に求職や復職を行う、という職業準備性を重視し

たアプローチであろう。  

しかし1990年代以降、米国では就業支援機関と

共に医療・福祉機関の専門家がひとつのチームと

して活動し、就業後の適応を見据え医療機関が積

極的に参加する統合的な支援アプローチの効果が

積極的に検証されてきた 1) 2) 。こうした検証によ

れば、統合的アプローチは特に継続的医療支援が

必要な精神障害等の就業実現・持続のためには必

須とされている 3)。  

これら2つのアプローチの大きな相違点は、前

者は医療・福祉・保健機関による専門的サービス

が就業前の生活機能を対象に実施されているのに

対し、後者は就業後の参加・活動の向上まで見据

えた継続的な支援が行われている、といった点で

あると考えられる 4)。そこで本研究では、わが国

の上記2つのアプローチが行われている現状にお

いて、医療・福祉・保健機関の就業支援を明らか

にすることを目的とした。  

 

２  方法 

「継続して医療的ケアを必要とする人の就業を

支える地域支援システムの課題に関する調査」  

(特別研究9: 地域における雇用と医療等の連携に

よる障害者の職業生活支援ネットワークの形成に

関する総合的研究) のうち、就業支援実施状況、

就業支援機関との連携状況、就業支援に対する意

識の3点に対する自由記述回答をKJ法を参考に分

類した。分類した項目の質問内容を以下に示す。  

 (1) 就業支援実施状況  

ｲ． 問8．貴機関・施設で対応可能な就業支

援内容  (他機関と連携しているものを含

む ) 「ご回答いただいた内容の特記事項

やそれ以外の就業支援についてご記入く

ださい。」  

ﾛ． 問9．貴機関・施設・部署における就業

支援内容の今後の重要度「今後の貴機

関・施設の就業支援の取り組みの方向性

について具体的にご記入ください。」  

ﾊ． 問10．貴機関・施設・部署が就業支援を

行う理由「その他の理由、あるいは、具

体的な内容についてご記入ください。」  

 (2) 就業支援機関との連携状況  

ｲ． 問13．雇用支援サービスの活用状況「活

用状況の具体的な内容／活用しない理由

をご記入ください。」  

ﾛ． 問 14．雇用支援機関との連携の必要性

「雇用支援機関との連携のニーズについ

てご記入ください。」  

 (3) 就業支援に対する意識  

問16．貴機関・施設を利用する患者の就業

に関する回答者の見解「追加コメントがある

場合、ご記入ください。」  

 

３  結果 

(1) 就業支援実施状況  

 医療・保健・福祉機関全体としては、組織内

の制度・体制として確立した就業支援を実施して

いる機関はあまり多くなく、また今後の方向性で

は、少なくとも恒常的な業務の一環として就業支

援の体制を作り強化していく機関は少なかった。

しかし就業支援を実施または重視する機関では、
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就業支援が生活・医療的な側面でも効果的である

と回答し、今後は連携強化を促進するという意向

を持っていることが明らかとなった。  

ｲ．問8 (表1)  

問8ではそれぞれの機関で対応可能または実施

している就労支援の内容を尋ねた。最も多かった

回答は個別に対応する形で就労支援を行う、とい

うものであった。個別対応にはさまざまな形があ

るが、多くの回答から認められる傾向としては相

談ケースあるいは「就労レベル」に至るケースが

少なく、組織化された就労支援体制を持っている

機関が少ない、という傾向であった。個別対応の

具体的な内容については、ハローワークや障害者

職業センターへの紹介といった連携から、生活・

医療に関する相談など様々であった。また、2番

目に多かった回答として、生活支援および医療的

支援を中心としながら他機関と連携する、という

ものであった。適応訓練事業として取り組むと

いった回答が3番目に多く、これは保健センター

や授産施設といった保健・福祉機関の回答を反映

したものであろう。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

個別に対応 22.2
生活支援、医療的支援をしながら他機関と連携 12.1
適応訓練事業が中心（職場開拓なども含む） 10.6
他機関に紹介 5.2
他機関と積極的に連携し就業支援を実施 4.9
適応訓練を中心に各機関と連携 4.7
セミナー、研修会等として実施 4.2
情報提供 1.0
その他 35.2

有効回答　406.

表1．問8　就業支援内容

 

 

ﾛ．問9 (表2)  

問9では、今後の就業支援についてどのような

ものが重要と考えているかを尋ねた。最も多く見

られた回答として、他機関との連携を強化する、

というものであった。連携の具体的な内容につい

ての記述は多くなかったが、紹介、情報交換、各

機関の役割の明確化といった回答が見られた。一

方で、今後就業支援に取り組む予定はない、また

現在の生活支援・医療的支援の継続といった、就

業支援に対し消極的な回答も多かった。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

他機関と連携し、ネットワークを深めていく 25.0
業務の範囲・ケース希少・マンパワーの不足などによ
り、取り組む予定はない

21.6

生活支援・医療的支援の継続が中心 13.9
相談にのる・希望があれば個別に対応していく 9.5
企業の開拓・啓発活動を広げていく 7.7
ハローワークなど、他機関への紹介および橋渡し的役割 6.0
その他 16.4

有効回答　685.

表2．問9　就業支援取り組みの方向性

 

 

ﾊ．問10 (表3)  

問10では、就業支援を行っている理由を尋ねた。

その結果、まず就業支援を行っていない、という

回答が最も多く見られた。就業支援を行っている

機関で、その理由として多くあげられたのは本人

の自立支援の一環といった意見や、そのニーズ・

希望をかなえるため、という意見であった。就業

ということ自体が生活を送る上で重要であり、就

業により利用者の生活・人生を豊かにするという

目的の重要さが見て取れる。また一方で就業支援

機関が十分に機能していない、という意見もあり、

その内容としては、就業支援機関が遠方にあり利

用しにくい、連携がうまく取れていない、ある種

の障害・疾患に対して理解不足である、といった

内容が挙げられていた。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

就業支援を行っていない 31.0
自立および社会復帰に重要であるため、業務の一環とし
て支援している

23.8

ニーズ・本人の希望があるため 12.9
就労支援機関が機能していない・利用しにくいため 11.3
治療に役立つ・治療効果がある 0.8
法制度・規則上の義務 0.8
その他 19.4

有効回答　248.

表3．問10　就業支援を行う理由

 

 
 (2) 就業支援機関との連携状況  

就業支援サービスの活用では、一部ケース会議

などの活用があるものの、多くは紹介・情報提供

といった短期的・一時的活用、もしくは活用して

いない機関が多いといえる現状であった。就労支

援サービスを活用しない理由はケース希少、地理
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的条件と共に、就労支援サービス自体が様々な面

で利用しづらいためであった。活用の課題・ニー

ズとしてサービス内容を含めた情報公開、継続的

な情報共有、安定したシステムなどが挙げられて

いた。  

ｲ．問13 (表4)  

問13では、雇用支援サービスを活用しているか、

また活用していない場合はその理由を尋ねた。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

活用している
ハローワーク等の機関を紹介・情報提供 16.3
就労支援機関を紹介し、その後情報共有などの連携を行
う

13.0

適性検査・就職あっせんなど、相手機関の専門的支援を
依頼

8.4

相談および情報提供依頼 2.8
機関の紹介、および職業評価の依頼 1.8

活用していない
就労を目的とするケースが少ない 14.1
就労支援機関・制度が機能していない 9.2
地理的に難しい 8.4
就労支援機関についての情報が不十分 6.6
業務対象外 6.1
マンパワーが足りない 2.1
当事者や家族が独自に行うため 0.5
その他 0.7

その他 10.0

有効回答　608.

表4．問13　雇用支援サービスの活用状況

 

 

(ｲ) 活用している機関 最も多くの活用の形は

ハローワークなどの就業支援機関に紹介する、と

いうものであった。しかし、単にハローワークの

障害者求人窓口を紹介しその後の利用については

あまり積極的に関わらない、といった回答が多

かった。  

2番目に多かった回答は、就業支援機関を紹介

した後ケース会議や状況確認などの情報交換を

行っていた。就業支援機関への定期訪問や相談と

いった定常的な連携を持っている機関も見られた。

また、3番目に多かったのは適性検査や職業能力

検査など、就業支援機関の専門性を利用した活用

であった。  

(ﾛ) 活用していない理由 基本的に、問13の回

答内容は活用しない理由を述べるものが多かった。

その理由としてまず挙げられていたのは就労を目

的としたケースが少ない、という理由であった。

ただし、この理由は主に2種類に分かれており、

利用者からのニーズがないため、というものと障

害・疾患程度が重く就労レベルにまで至らない、

というものであった。2番目以降の理由としては

地理的に就業支援機関が遠方にあるため難しいと

いうものや就業支援機関についての情報が不十分

といった理由が挙げられていた。  

ﾛ．問14 (表5)  

問14では現状の雇用支援機関との連携について、

課題およびニーズをたずねた。課題として、多く

挙げられていたのは、雇用支援機関それぞれの機

能や違いが明確ではなく使いづらいというもので

あり、これに対応して、より情報公開を行って

オープンな機関にするべき、というニーズが挙げ

られていた。2番目は情報共有のあり方について

の意見であり、利用者の障害・疾患に関する情報、

また職業に関する情報がうまく伝わっていないこ

とが課題として挙げられていた。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

雇用支援機関のサービスや情報を積極的に広め、利用し
やすくする

18.0

情報共有のあり方を整備、その上で役割分担し連携を深
める

14.2

継続的かつ安定的な就労支援システムが必要 8.8
雇用先の開拓と増加 7.1
地理的に近いところに就労支援機関がない 6.8
ある障害種類については理解が十分ではない 5.9
各機関の密接な連携 5.6
就労支援担当者、専門家の不足 4.7
制度上、適切な雇用支援サービスを受けづらい (手帳など) 4.1
行政側からの積極的なアプローチ 2.1
その他 22.7

有効回答　339.

表5．問14　連携の課題

 

 

(3) 就業支援に対する意識  

問16では、就業についての見解の自由記述につ

いて、特に障害者の就業促進においてどのような

点を重視しているか、という観点から回答を分類

した。雇用条件や法制度などを整備することが就

業に重要である、という意見が多かったことから、

就業自体は単に個人の能力や障害程度に左右され

るのではなく、周囲の全体的な環境のような外的

要因によることが大きい、という考えが一般的で

あるといえるだろう  (表6参照) 。  
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具体的には、雇用条件・支援体制・環境の整備

では周囲の環境やサポートを整えることによって

就業が可能である、と考える立場であり、労働時

間の設定やバリアフリーといった支援が挙げられ

ていた。また、法整備、国の保障という分類は行

政の主導によって就業可能性を高めるべき、とい

う立場をまとめたものであり、記述内容としては

雇用率制度の拡大や障害者手帳基準の見直し、な

ど法的な制度改革を求める声が多く見られた。  

 

自由記述回答 回答率 (%)

雇用条件・支援体制・環境の整備 16.5
法整備、国の保障 (雇用率など) 12.9
ケースバイケース 10.7
障害に対する理解 (会社および地域・社会) 10.7
本人の意志・理解など 9.8
企業開拓 (受け入れ企業の増加 or 企業側の意識の変化) 7.6
本人の能力・障害程度 7.6
本人の能力・意志と企業側のニーズや環境のマッチング 5.8
その他 18.3

有効回答　224.

表6．問16　就業に関する見解

 

 
４  考察 

現状では、医療・福祉・保健機関において就業

支援に関して積極的な取り組みを行っている機関

は少ないが、就業支援および就業支援機関との連

携の重要性は広く認識されているといえる。そし

て連携の具体的なニーズとして、密接な情報のや

りとり、継続的・一貫した支援体制などが挙げら

れ、統合的アプローチの要素が含まれている。す

なわち、統合的なアプローチの実践は未発達であ

るものの、これに対する潜在的な需要は高いとい

う現状であると考えられる。  

 また、就労可能性の基準について、障害・疾患

が重度であれば就労は難しい、と考える立場は必

ずしも多くは見られず、むしろ雇用条件・支援・

制度・周囲の理解といった外的な要因の整備が就

労において重要である、といった意見が多かった。

後者のような意見は米国での統合アプローチの基

本的な理念と一致するものである 4)。統合アプ

ローチの理論的な基礎概念の一つに、障害や疾患

に付随する多くの問題は社会や制度によって作り

出された「二次的な問題」である、という考え方

があり 3)、わが国での外的要因を重視する立場は

これと類似するものであると考えられる。した

がって、現状において医療・保健・福祉機関の就

業支援アプローチは職業準備性アプローチが主流

ではあっても、これらの機関を含めた上で職業準

備性によらない一貫した就業支援システムを検討

することは可能であるといえるだろう。  

 

５  結論 

現状では医療・福祉・保健、そして就労の専門

機関に十分な連携がなく、それぞれ独立してサー

ビスを行っている傾向が強かった。しかし、医

療・福祉・保健機関であっても病気や障害の治療

だけが就業支援問題の解決と考えていることはほ

とんどなく、就業支援機関との連携や、社会的な

要因の改善が第一に重要と考えていることが明ら

かとなった。  
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知的障害者のための入力パフォーマンス計測ツール 

「やってみよう！パソコンデータ入力」の開発（その２） 

 
１ はじめに 
 知的障害者の雇用が進んでいる。さらに、知的養護学校で

は、就業予備軍としての児童生徒の数が増加しており、また

就労移行支援事業により福祉的就労から一般雇用に移行を希

望する知的障害者も増加すると予想される。そのような中で、

知的障害者の雇用機会の拡大が求められている。１） 
そこで、我々は、最近知的障害者の就業事例が増えつつあ

るデータ入力職務に着目し、この職域での知的障害者の就業

拡大に資することを目的に、入力パフォーマンス計測ツール

（「やってみよう！パソコンデータ入力」）を開発している。

その第 1 次試作ソフトの概要については、昨年の本研究発表

会で報告したところである。２）引き続き、ここでは養護学校・

能力開発施設等における同試作ソフトの試用評価結果の概要

と、それに基づく同試作ソフトの主な改良点を紹介する。 
２ 試作ソフトの概要 

 本論に入る前に、本ツールを概説しておく。本ツールは、

大きくはユーザー（障害者）が使う本体部分と指導者が使う

指導者用ユーティリティからなる。前者は、ユーザーがアン

ケートカードや顧客伝票を見ながら、データの入力／修正作

業を行う部分で、入力／修正したデータは逐次パソコンに取

り込まれる（ハードディスクに保存される）。後者は、ユーザ

ーの入力／修正作業の条件設定（例えば実施時間（15分・30
分・45分・60分）の選択やタイマー表示のオン・オフなど）

と、ユーザーの入力／修正結果の解析とその出力を担当する

部分である。また、後者には、複数のユーザーが 1 台のパソ

コンを共用する場合を考慮したユーザー管理やマスターデー

タの管理等の機能も備える。（図1参照） 
 具体的な入力／修正の課題としては、以下の3つがある。 
①アンケート入力：読者アンケートカードの記載データを１

枚ずつパソコン画面上の入力フォームに入力 
②顧客伝票修正：顧客伝票とパソコン画面上の入力済みデー

タとを１枚ずつ照合して画面上の入力ミスを修正（図２参照） 
③顧客伝票ミスチェック：上の顧客伝票修正の画面で、ミス

を修正するのではなく、ミスをマウスでポイント（職場では

ミスチェックのみの「ミスチェッカー」の仕事がある。） 
 各課題には、「実力テスト」「作業枚数をふやそう！」「作業

まちがいをへらそう！」の３つのコースがある。「実力テスト」

は、ユーザーの実力判断に利用することを意図している。そ

れに対し、他の２コースは、作業スピードと正確性の向上の

ためのユーザーの主体的なトレーニングに利用することを意

図している。すなわち、テストとトレーニングを適宜繰り返

し、ユーザーのデータ入力作業への習熟を図る目的で、これ

ら３コースが設けられている。ただ、コースの内容について

は、後述のように変更が加えられる。 
３ 試用評価 

 昨年の研究大会等により本ツールの存在を知り、試用希望

があった知的養護学校 3 校のほか、能力開発施設、障害者に

対するパソコンスクールも運営する特例子会社の計5カ所に、

本ツールを提供し、アンケートへの回答を依頼した。 
 アンケートは次のような構成となっている。 
①本試作ツールの使用状況に関する質問 
②課題及びコースの構成や内容に関する質問 
③本体ソフト及び指導者用ユーティリティソフトのユーザー

インターフェースに関する質問 
④解析の内容や、結果の提示に関する質問 
⑤全般的な感想や要望（自由記述） 
 以下は、上記 5 カ所の学校・施設のアンケート回答結果の

概要である。なお、回答は、指導者に依頼した。指導者は、（生

徒・施設利用者等）の状況や感想、及び自らの所見に基づい

て回答している。 
（１）使用状況 
【使用人数と使用時間】 
 本ツールを試用した学校・施設等での使用場面、ユーザー

数、その年代、使用頻度（回／週）、1 回の使用時間等を示し

たのが下の表１である。なお、E 社の使用頻度は、週あたり

の使用回数ではなく、各ユーザーの全使用回数の平均である。 
 各学校・施設等の1回当たりの使用時間を見ると、30分が

多いものの、かなりばらつきがある。この点については、本

ツールは15分、30分、45分、60分の4種類の設定が可能で、

このような多様な使用時間に対応しやすくなっていると思わ

れる。（表１参照） 
表１ 使用状況 

場面 人数 年齢・年代 頻度（回／週） 時間（分）
高等部3年朝の活動 3 17～18歳 3 15
高等部2年職業 4 16～17歳 1 50

B養護学校 高等部作業学習 6 15～18歳 2 60又は120
C養護学校 高等部3年職業 10 17～18歳 1 60
D能力開発校 職業訓練 6 20代 4 90
E社 職場実習 5 10代後半 3.6 30

A養護学校
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解析結果 

入力／修正部分 ユーティリティ部分

試行条件設定

解析

課題 
 ①アンケート入力 
 ②顧客伝票修正 
 ③顧客伝票ミスチェック 

コース 
①実力テスト 
②作業枚数をふやそう！ 
③ 作 業 ま ち が い を へ ら そ

う！ 

設定 

データ 出力 

 

入力 

アンケート入力

顧客伝票修正

ミス修正

図２ 入力／修正課題 

図１ ツールの構成 
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【使用目的】 
 本ツールの使用目的に関する回答結果は、下の図３

の通りである。なお、回答は複数回答としている。 
 本ツールの使用目的として、ある程度就業を意識し

た「データ入力作業の習熟」と、「データ入力という仕

事の体験」として用いているケースが多い。 

2

5

4

3

2

0 1 2 3 4 5

① データ入力作業への
適性判断のため

② データ入力作業を
習熟させるため

③ データ入力という
仕事を体験させるため

④ パソコンに慣れる
ための課題として

⑤ 集中力や注意力を
高めるための課題として

該当

 
図３ 使用目的 

【課題とコースの使用状況】 
「アンケート入力」「顧客伝票修正」「顧客伝票ミスチ

ェック」の 3 課題の使用頻度について、「1:よく使用し

た」「2:ときどき使用した」「3:使用しなかった」の 3 段

階で回答を求めた。 
結果は、いずれの学校・施設等においても、アンケ

ート入力がもっともよく使用され、顧客伝票修正も比

較的よく使用された。一方、顧客伝票ミスチェックは、

顧客伝票修正と近似している上、単なるミスのポイン

トよりはミスの修正（入力の要素）の方がトレーニン

グ効果が高いと思われたためか、ほとんど使用されな

かった。 
次に、「実力テスト」「作業枚数をふやそう！」「作業

まちがいをへらそう！」の 3 コースについても、「1:よ
く使用した」「2:ときどき使用した」「3:使用しなかった」

の 3 段階で回答を求めた。 
結果は、実力テストがよく使用され、他の 2 コース

はあまり使われなかった。今回の試用評価に際して提

供した本ツールの取扱説明書では、開発側が意図する

課題やコースの使い方を細かくは説明していなかった。

そういうこともあって、上のような結果になったよう

に思われる。 

5

3

0

0

2

2

0

0

3

0 1 2 3 4 5

アンケート入力

顧客伝票修正

顧客伝票ミスチェック

よく使用した ときどき使用した 使用しなかった  
図４ 課題の使用状況 

（２）課題とコースの内容 
本ツールの根幹となる 3 課題が、データ入力作業の

適当な課題となっているか、「適当」「不適当」の 2 者

択一で回答を求めた。結果は、回答者全員から適当と

の評価を得た（図４参照）。本ツールでは、いわゆるデ

ータ入力作業を大きくは新規のデータの入力作業と、

入力済みデータのミスの発見と修正という 2 要素とし

て捉えているが、この点について、受け入れられてい

ると判断してよいであろう。 
次に、「アンケート入力」課題と「顧客伝票修正」課

題について、それぞれの構成（具体的な構成項目）が

適当か、「適当」「不適当」の 2 者択一で回答を求めた。

なお、「顧客伝票ミスチェック」課題は「顧客伝票修正」

と構成は同じため、構成に関しては回答を求めなかっ

た。結果は、良好なもので、両課題ともに、5 人中 4 人

から「適当」との回答を得た。 
また、ここで報告している養護学校・能力開発施設

等における試用評価とは別に、データ入力実務従事者

の作業パフォーマンスを把握するために、人材派遣会

社登録健常者 10 人に本ツールを試用してもらった。そ

の後に、データ入力作業の課題として本ツールが適当

か、「適当」「不適当」「どちらとも言えない」の 3 者択

一で回答を求めたところ、7 人が「適当」、3 人が「ど

ちらとも言えない」との結果であった。 
同様に、「養護学校・施設等に実力テスト」「作業枚

数をふやそう！」「作業まちがいをへらそう！」からな

るコースの構成について、「適当」「不適当」の 2 者択

一で回答を求めたところ、やはり良好な結果であった。 
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4

0

1

1

1

0 1 2 3 4 5

課題の全体構成

「アンケート入力」
課題の項目構成

「顧客伝票修正」
課題の項目構成

コースの全体構成

適当 不適当

 
図５ 課題とコースの内容 

（３）本体部分のユーザーインターフェースについて 
 本体部分すなわちユーザーが使用する一連の画面に

ついて、その視認性（見やすさ）と操作性（操作のし

やすさ）について回答を求めた。その結果が、下の図

である。なお、視認性については、「1:見やすい」「2:
どちらかと言えば見やすい」「3:どちらかと言えば見に

くい」「4:見にくい」の 4 段階で、また、操作性につい

ては「1:しやすい」「2:どちらかと言えばしやすい」「3:
どちらかと言えばしにくい」「4:しにくい」の 4 段階で

回答を求めた。６なお、図６の凡例では、記載スペー

スの関係から、操作性、視認性ともに、「1:良好」「2:
どちらかと言えば良好」「3:どちらかと言えば不良」「4:
不良」としている。 
 結果は、アンケートカードの入力画面については、

操作性、視認性ともに良好な評価を得た。それに比べ

ると、顧客伝票の修正画面については、操作性、視認

性ともに、「良好」は 1 人で、残り 4 人は「どちらかと

言えば良好」にとどまった。そして、回答者のコメン

トとしては、「入力すべき文字が半角・全角のいずれか

わかりにくい」、「O（オー）と 0（ゼロ）や m と n の

区別が難しい」、「メールアドレスは一般には予想がつ

くことが多いが、（このツールでは）無作為のアルファ

ベットのため難しい」、「細かい作業なので難易度が高

い」等が上がっていた。これらのコメントは、直接ア

ンケート入力と顧客伝票修正の評価の差を説明するも
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のではないが、それらから類推すると、顧客伝票の顧

客コード、商品コード、メールアドレス等の項目では、

10 桁以上の無意味な英数字が並び、そこから入力ミス

を発見し、その箇所にマウスでカレット（カーソル）

を合わせるのは、氏名や電話番号のキー入力やコンボ

ボックスやラジオボタンのマウスクリックからなるア

ンケート入力よりも、文字の識別が難しく、またより

正確なマウス操作も要求されることに起因するのかも

しれない。 
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4
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0 1 2 3 4 5

アンケート入力
画面の視認性

アンケート入力
画面の操作性

顧客伝票修正／
顧客伝票ミスチェック

画面の視認性

顧客伝票修正／
顧客伝票ミスチェック

画面の操作性

高い どちらかと言えば高い どちらかと言えば低い 低い  
図６ 本体部分の視認性・操作性 

（４）本ツールに関する全般的なコメント 
 本ツールに対する要望等について、自由記述で回答

を求めた。以下は、その内容である。 
・生徒の実態に応じて、設定が変えられてとても助か

っています。解析が生徒にも提示でき、具体的に課題

が設定しやすい。今年から事務清掃班を立ち上げ、そ

の中の事務作業の 1 つで使っていく予定です。今後、

もう少し重度の生徒が使うことも考えられますので、

ハイパーリンクで選択肢の中から選ぶ形式の入力ソフ

トがあると助かります。 
・ 解析結果が、学習者のトップ（画面）から入れるよ

うになればなお良いと思います。 
・ 1 時間あたりの作業の平均値を求めてグラフ化し

てくれると、毎日、作業時間が変化しても作業量を

比較できて、フィードバックがかけやすい。 
・ 解析結果として、表、グラフ、そしてコメントを書

ける機能があれば、評価のまとめとしては、とても

有効と思います。 
４ 主な改良点 

 上記の試用評価のほか、パソコン利用を含め知的障

害者教育の研究者や、ソフトウェアのユニバーサルデ

ザインの研究者の示唆もふまえ、本ツールの第 2 次試

作における主要な改良は、次のようなものである。 
【コースの構成の変更】 
 第 1 次試作では、「実力テスト」「」作業枚数を増や

そう！」「作業まちがいをへらそう！」の 3 コースを設

けていたが、第 2 次試作では、「実力テスト」「基礎ト

レーニング」「レベルアップトレーニング」の 3 コース

に変更する。新たに導入した「基礎トレーニング」で

は、1 枚のアンケートカードや顧客伝票について、時間

制限を設けず何回でも繰り返し入力／修正画面からエ

ラー確認できるようにする。併せて、無意味綴りの文

字列であり、難しいとの指摘があったメールアドレス

は、例えばイニシャル等の簡単なものを多く含めるよ

うにする。このように、「基礎トレーニング」では、各

課題に慣れ、確実な入力／修正の基本操作を習得する

ことを意図している。一方「レベルアップトレーニン

グ」は、入力／修正作業の習熟を目的とする。第 1 次

試作では、作業スピードの向上と正確性の向上（エラ

ー低減）を別々に行っていたが、第 2 次試作では、そ

れらを統合し、作業スピードと正確性とバランスのと

れた作業パフォーマンスの実現を目的としている（例

えばユーザーは作業枚数と正解枚数の 2 つの目標を設

定して試行する）。 
なお、「実力テスト」は、従来のままとし、その時点

でのユーザーの実力（ベースライン）の把握を目的と

している。 
【60 分換算機能の追加】 
 上の試用評価の自由記述の要望もふまえ、各課題の

実力テストとレベルアップトレーニングについて、試

行時間が 15 分・30 分・45 分の場合は、その作業量や

エラー率を 60 分あたりに換算して（60 分の場合は実

測値のまま）、試行時間に差異があっても特定ユーザー

のパフォーマンスの時間的変化の把握、あるいは複数

ユーザー間の比較を可能にする。また、それらの 60 分

換算値に基づき、各ユーザーの試行結果と試行条件を

グラフに一括表示し、指導者に各種強化子（あるいは

それらの組み合わせ）とパフォーマンスの関係を把握

しやすくすることにしている。これにより、指導者は、

行動分析的指導手法等を用いながら、ユーザーの作業

習熟のための指導が容易になるであろう。 
【その他】 
 試行結果のエラー確認や、パフォーマンスの時間変

化のグラフ表示は、ユーザーに呈示する場合も含め、

第 1 次試作では指導者ユーティリティから行うように

していたが、第 2 次試作では、本体部分からユーザー

も行えるように変更する。また、画面の視認性を向上

するため、文字のサイズとコントラストの改善を図る。

さらに知的障害者には有効とされる円グラフによる残

り時間表示機能の追加も予定している。 
５ 終わりに 

上記の第 2 次試作ソフトは、遅くとも平成 18 年度内

に当総合センターの Web サイトからダウンロード（無

償）できるようにする予定である。それには、指導者

や企業採用担当者の参考として、行動分析学的手法に

よる指導事例３）や、データ入力職務に従事する知的障

害者の就業事例、さらにはデータ入力実務に従事する

健常者の本ツールの試行結果なども付帯させる予定で

ある。 
 
注 
1)厚生労働省による平成 15 年度の実態調査によれば、

知的障害をもつ常用労働者数は、平成 10 年度の前回調

査から約 63%の増加をみている。この傾向は最近の特

例子会社等による知的障害者の雇用の進展からみても

大きくは変わらないように思われる。東京都立知的養

護学校では、過去 10 年間で 1000 人の児童生徒の増加

があり、さらに平成 25 年までに 1200 人の増加が見込

まれている（東京都教育庁）。 
2)岡田伸一 他：知的障害者のための入力パフォーマン

ス計測ツール「やってみよう！パソコンデータ入力」

の開発、「第 13 回職業リハビリテーション研究発表会

発表論文集」、pp.282-285，(2005) 
3)若林功 他：データ入力練習ソフト「やってみよう！

パソコンデータ入力」を用いた支援のポイント、（第 14
回職業リハビリテーション研究発表会第 2 分科会） 
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